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北アルプス広域連合議会 令和５年８月定例会会議録（１日目） 

 

令和５年８月１７日 

開会 午前１０時００分 

 

〇議長（二條孝夫君） おはようございます。 

ただいまから、令和５年北アルプス広域連合議会８月定例会を開会をいたします。 

本日の出席議員は、１８名全員であります。 

よって、定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

続いて、理事者等の欠席、遅参等については、事務局長の報告を求めます。 

事務局長。 

〇事務局長（戸谷靖君） 報告いたします。 

連合長、副連合長、監査委員は、全員出席しております。 

以上でございます。 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

〇議長（二條孝夫君） これより本日の会議を開きます。 

日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

会議録署名議員は、連合議会の会議規則第１０９条の規定により、議長において、５番、栗

林陽一議員、６番、中牧盛登議員を指名いたします。 

 

日程第２ 会期の決定 

〇議長（二條孝夫君） 次に、日程第２「会期の決定」を議題といたします。 

本８月定例会の会期と議会運営につきましては、去る８月３日に議会運営委員会を開催願

い、ご審議を願っておりますので、議会運営委員長の報告を求めることといたします。 

議会運営委員長。 

〔議会運営委員長（横澤はま君）登壇〕 

〇議会運営委員長（横澤はま君） おはようございます。 

去る、８月３日に議会運営委員会を開催し、本８月定例会の会期日程等について審議をし

ておりますので、審議の概要についてご報告いたします。 

本定例会の会期は、本日８月１７日と明日１８日の２日間であります。 

本定例会に付議されております案件は、条例案件２件、決算認定案件５件、予算案件５件

の計１２件でございます。決算認定案件は、一括して提案理由の説明を行った後、監査委員

から監査報告をいただき、質疑を行います。各議案につきましては、委員会に付託し審査を

経て、委員長報告、質疑、討論を行い、採決を行うことといたします。 

また、２日目の本会議終了後、ごみ処理特別委員会及び全員協議会の開催を予定しており

ます。議会運営委員会では、これを了承しております。 

審議の概要は、以上であります。 

よろしくご賛同のほどお願いいたします。 

〇議長（二條孝夫君） ただいまの議会運営委員長の報告に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 
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お諮りいたします。 

本定例会の会期等につきましては、議会運営委員長報告のとおり、本日８月１７日と、明

日の８月１８日の２日間とし、議会運営につきましても、報告どおり決することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日と明日の２日間と決定をいたしました。 

 

日程第３ 広域連合長あいさつ 

次に、日程第３「広域連合長のあいさつ」を受けることといたします。 

広域連合長。 

〔広域連合長（牛越徹君）登壇〕 

〇広域連合長（牛越徹君） おはようございます。 

本日ここに、令和５年広域連合議会８月定例会が開会されるにあたり、一言ごあいさつを

申し上げます。 

議員各位には、何かとご多用の中にもかかわらずご参集いただき、厚く御礼申し上げます。 

はじめに、今月１２日、午前９時２１分頃、北アルプスエコパークにおきまして、ごみ集積

のピット内にごみ搬入者が転落する事故が発生しました。救急車及び救助工作車により、転

落者を救出し、急を要したため、搬送途中からはドクターヘリにより信州大学病院へ救急搬

送をいたしました。診断では、頚部の骨折が判明したため、緊急手術を受けました。負傷され

ましたことに心からお見舞い申し上げます。詳しい転落事故の原因につきましては、現在調

査中ですが、施設の安全な管理運営の観点から、安全作業マニュアルの遵守や、作業員によ

る誘導等を再度点検するなど、安全管理の徹底に努めてまいります。 

なお、本定例会終了後の全員協議会におきまして、概要等について、ご報告申し上げるこ

ととしております。 

次に、新型コロナウイルス感染症は、５月８日、感染法上の位置付けが、季節性インフルエ

ンザと同じ５類に引き下げられ、これまでの規制が緩和されて、様々な地域イベントが再開

されるなど、夏の観光シーズンを迎え、当圏域にも大勢の観光客が訪れ、人の動きが活発と

なっております。今後、例年にも増して、親族の集まりや同窓会等が開催され、さらに帰省客

を含め、県内外からの来訪者の増加により、地域経済の活性化が図られることを期待すると

ころでございます。 

一方、高齢者と接する機会や、大人数で集まる飲食の場も増えることが予想されますこと

から、安心して安全に夏を過ごしていただくため、圏域住民の皆様には、周囲の状況に応じ

たマスクの着用や咳エチケットなど、ご自身と身近な人を守る意識のもと、引き続き基本的

な感染防止にご留意いただくようお願いいたします。 

次に、地方行政を巡る最近の動向について申し上げます。 

６月に開催された国の第３３次地方制度調査会第１５回専門小委員会において、ポストコ

ロナの経済社会に的確に対応する観点から求められる、地方制度のあり方について議論が行

われ、１点目として、デジタル分野における国と地方公共団体との関係、２点目に、共通基

盤、共通機能における国と地方公共団体の連携、３点目には、国と地方公共団体の情報の共

有の３項目が審議されております。審議では、今後、人口減少が更に進むことが確実な中、地

方公共団体の事務処理に当たり、最少の経費で最大の効果を上げることを旨とし、持続可能



- 3 - 
 

な行政サービスを提供するため、全国の地方公共団体に共通する一定の事務について、令和

７年度末までに標準システムに移行できるよう取り組みが進められております。このため、

広域連合としましては、国の動向を注視するとともに、共同運用する情報システムの標準化

や基盤整備の動きに的確に対応し、圏域住民のサービス向上に努めてまいります。 

以下、当面する主な事業の取り組み状況について申し上げます。 

はじめに、広域一般廃棄物処理事業について申し上げます。 

本年度発注を予定しております、白馬リサイクルプラザ建設工事につきましては、現在、

基本設計まで立ち戻り、見直しを行っております。本定例会終了後のごみ処理特別委員会及

び全員協議会におきまして、屋根の形状や部屋のレイアウト案をお示しし、ご意見をいただ

き、設計業務を進めてまいりたいと考えております。 

次に、本年５月定例会において契約案件の議決をいただきました、大町市環境プラント焼

却棟解体撤去工事につきましては、現在、仮設工事を進めており、まもなく、施設内ダイオキ

シン類等の洗浄工程に入ります。仮囲いにより、外部からは進捗がわかりにくい状況にあり

ますが、工事は順調に進んでおり、引き続き安全な工事の施工に努めてまいります。 

北アルプスエコパークは平成３０年８月の稼動から５年が経過し、これまで特段の事故等

もなく、円滑な施設の運営を続けております。 

昨年度における可燃ごみの搬入量は、大町市６，９５３トン、白馬村２，８１７トン、小谷

村７２９トンで合計１万４９９トンとなり、前年度比５０１トン、５．０％の増となり、１日

当たりの焼却量は３２．９トンとなりました。 

また、資源物などにつきましては、北アルプスエコパーク、大町リサイクルパーク及び白

馬リサイクルセンターで適正に処理されております。昨年４月から始まりましたペットボト

ルの水平リサイクルを含め、持続可能な循環型社会の形成に寄与するための施策を推進する

とともに、引き続き、安全かつ適切な施設の運営に努め、今後も３市村との連携のもと、ごみ

の減量化とリサイクルの推進を図ってまいります。 

次に、消防関係について申し上げます。 

火災の発生状況は、本年１月から先月末までに２２件発生し、そのうち建物火災は９件で、

負傷者は３人となっております。また、その他の火災は、たき火の延焼等によるもので、出火

件数は前年同期に比べ６件の増となっており、引き続き、市町村消防団をはじめ、関係機関

と連携し、火災予防の啓発に努め、住民の安心安全の確保に努めてまいります。 

救急出動につきましては、２，１４４件で、前年同期に比べ２２９件の増となっており、過

去最多の水準で推移しております。この夏の関東甲信地方の梅雨明けは、ほぼ平年並みであ

りましたが、当圏域におきましても、比較的早い時期から高温となり、最高気温が３０度を

大きく上回る日も多く、熱中症関連の出動が増加しております。今後もしばらくは厳しい残

暑が見込まれますことから、熱中症予防について市町村等と連携し、一層の注意喚起に努め

ますほか、救急車が到着するまでの間の適切な応急救護措置の普及を図ってまいります。 

また、この夏の新型コロナ感染症を含む、各種感染症の感染者も増加傾向にあり、救急搬

送における感染予防対策につきましても、引き続き、感染防護装備の装着や、救急車の入念

な消毒などによる感染防止措置の徹底に努めてまいります。 

これから台風の発生がいっそう本格化する季節を控え、市町村消防団をはじめ、関係機関

と連携を密にし、災害への万全の備えのもと、住民の安全確保に全力を尽くしてまいります。 

次に、介護老人保健施設虹の家について申し上げます。 

昨年度における虹の家の年間の利用状況につきましては、有識者によるご助言をいただい
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た内部検討会の分析と対策に沿い、施設の運営に努めた結果、施設入所者は令和３年度と比

較しますと、９００人上回る１万６，６４３人となりました。これに伴い、療養介護費収入に

つきましても、昨年度を上回ることができました。しかしながら、新型コロナウイルス感染

症の影響を受け、通所リハビリ利用者は前年度と比較し１５７人下回る、３，５４４人とな

りました。 

本年度におきましては、５月定例会終了後の全員協議会においてご報告いたしました、虹

の家経営改善委員会からの答申でも指摘がありました、利用者の積極的な確保と、収益の確

保に努めましたところ、４月から６月までの利用状況は、施設入所者は、前年同時期と比べ

１１６人上回る４，２０３人となり、１日平均では４６．１人となりました。一方、通所リハ

ビリ利用者は、前年同時期と比べ４８人下回る１，２３０人となっております。 

このように、入所につきましては、昨年度からの内部検討と答申に基づく取り組みの成果

が見え始めておりますものの、通所リハビリにつきましては、依然厳しい状況が続いており

ます。このため、管内で必要とされる在宅サービス事業所等への転換についての検討におき

ましては、各在宅サービスのニーズ調査を実施しているところでございます。なお、現在の

検討状況につきましては、本定例会終了後の全員協議会においてご説明申し上げることとし

ております。 

また、新型コロナ感染症は、感染症法上第５類に移行しましたが、引き続き安全な施設の

運営を図るため、入所される方全員に、抗原定性検査を実施し、陰性を確認した後、ご利用い

ただいております。引き続き、施設利用者及び職員の感染予防の徹底に努め、安心して安全

にご利用いただける施設を目指し、健全経営に向け、力を尽くしてまいります。 

次に、介護保険事業について申し上げます。 

はじめに、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う介護保険事業への影響につきましては、

昨年１１月からの第８波による蔓延に伴い、管内介護サービス事業所では、本年４月初旬頃

まで、職員及び利用者に感染が確認されており、サービスを休止せざるをえない事業所が複

数ありましたものの、５月以降は、事業所での感染の報告もほぼなく、現在、いずれの事業所

も通常の介護サービスを提供しております。 

また、新型コロナ感染症の流行により、介護サービス事業所への訪問が困難となり、令和

２年３月から休止しておりました、介護サービス相談員派遣事業につきましては、コロナ感

染症が終息傾向となったことを受け、先月より、受け入れが可能な事業所から、順次訪問活

動を再開しております。 

現在、１０人の相談員が月２回程度、管内事業所を訪問し、利用者と直接面談を行うなか、

利用者が抱える介護サービスに関する課題や、不安の解消に向けた支援を実施しており、今

後も介護サービスの質的な向上と適正化に向けて活動を進めてまいります。 

来年度から令和８年度までを計画期間とする、第９期介護保険事業計画の策定につきまし

ては、第８期事業計画の達成状況や、課題を的確に把握しますとともに、被保険者のニーズ

分析や、地域の人口推計等に基づき、介護保険事業計画作成委員会において作業を進めてお

ります。 

引き続き、計画策定委員会において圏域の介護需要の推計などを行い、必要なサービス基

盤の整備計画などを含め、基本指針の検討を重ね、年内には素案を取りまとめ、パブリック

コメントの実施を経て、本年度中の計画策定を目指してまいります。 

次に、養護老人ホーム鹿島荘関係について申し上げます。 

鹿島荘では、今月１日現在、措置入所者は定員５０人に対し４４人が入所しております。
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また、ひだまりの家におきましては、入所定員９人にご利用いただいております。今後も関

係市町村等と密接な連携を図り、入所者の円滑な入所に努めてまいります。 

なお、例年８月には、近隣地域の皆様との交流を目的とした、鹿島荘納涼祭を開催してお

りましたが、昨年同様、感染症予防を考慮し、本年度の大新田町自治会との共催による納涼

祭を見合わせることとし、これに代えて、今月９日に夏に因んだリクリエーション行事を行

いました。 

また、ひだまりの家におきましては、先月２０日に、利用者のご家族や近隣地域の皆様と

の地域交流会を開催いたしました。今後も地域住民をはじめ、ボランティアの皆様との交流

の機会を大切にし、地域に開かれた施設づくりに努めてまいります。 

なお、両施設とも入所者の高齢化がいっそう進んでおりますことから、感染症や熱中症へ

の対策など、入所者の健康管理及び安全管理に十分配慮し、明るい環境のもと、日常生活が

営むことができますよう努めてまいります。 

本定例会にご提案申し上げます案件は、条例案件２件、決算案件５件、予算案件５件の合

計１２件でございます。それぞれの議案につきましては、上程の際、ご説明いたしますので、

よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 

ありがとうございました。 

 

日程第４ 議案の上程、説明、質疑、委員会付託又は討論、採決 

〇議長（二條孝夫君） 次に、日程第４「議案の上程、説明、質疑、委員会付託又は討論、採決」

を行います。 

はじめに、議案第１７号「北アルプス広域連合職員定数条例の一部を改正する条例制定に

ついて」を議題とし、提案理由の説明を求めます。 

消防長。 

〔消防長（細川彰夫君）登壇〕 

〇消防長（細川彰夫君） ただいま議題となりました、議案第１７号「北アルプス広域連合職員

定数条例の一部を改正する条例制定について」提案理由の説明を申し上げます。 

お手元に配布しております議案第１７号説明資料、新旧対照表を併せてご覧ください。 

今回の改正は、職員の定年が引き上げられたことに伴い、段階的に６０歳以上の職員が増

加するため、適切な消防力を維持するためには、新規職員の採用を計画的に行う必要があり

ますことから、定年が６５歳に引き上げられる１０年間の消防職員の定数を、９人増やす改

正を行うものであります。 

附則第２項に、定年引き上げに伴う経過措置として、令和１５年３月３１日までの間、消

防職員の定数を１０６人とする規定を設けております。また、附則において施行期日を令和

５年１０月１日としております。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

〇議長（二條孝夫君） 説明が終わりました。 

本案について、ご質疑はありませんか。 

大和幸久議員。 

〇７番（大和幸久君） 担当委員会の案件ですけれども、連合長の見解を伺いたいので質問いた

します。ただいま消防関係から１０６名の定年引き上げによる増員の説明がありました。 
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一方で事務局の職員は４７人のままということのようですけども、この事務局職員について

は、定年引き上げ等はどのような見解になってるのか説明ください。 

〇議長（二條孝夫君） 広域連合長。 

〇広域連合長（牛越徹君） 事務局職員におきましても地方公務員法の規定により、定年の延長

をいたしております。消防職員と同じように、２年に１歳ずつ５回に分けて１０年間で完了

する予定になっております。 

以上でございます。 

〇議長（二條孝夫君） 大和幸久議員。 

〇７番（大和幸久君） 消防の場合には定数の増、９人の増加という説明があったんですが、こ

の事務職員については、定数を増やさなくても可能であると、そういう見解なんでしょうか。 

〇議長（二條孝夫君） 広域連合長。 

〇広域連合長（牛越徹君） 事務職員につきましては、それぞれ定年の延長に伴いまして、それ

ぞれふさわしいその職があります。事務職場においては一般的にそのような措置を行い、ま

た、会計年度任用職員の運用も含めて合理的に運用することが可能です。 

一方で消防職員は、いわゆる現場の対応があります。チームを組んで現場に出動するとい

う時に、必ずしも定年延長した職員がそれに当たるということは困難な場合がありますので、

やはり定員全体を膨らませる、これは県下の他の消防本部などにおいても同じ方法をとって

おりますが、そのような方法で対応することとして、消防職員に限り、定年を延長すること

に伴い、定数を暫定的ではありますが、附則にありますように、令和１５年３月３１日まで

の間の特例として、附則で設けるものでございます。 

以上でございます。 

〇議長（二條孝夫君） 事務局長。 

〇事務局長（戸谷靖君） 私からも補足を申し上げます。事務局職員のですね、定年延長に伴う

条例定数の変更についてはですね、年齢構成上その対象となる職員が、ほとんど影響がない

ということで、現状の定数でいけるということで判断をしております。 

以上でございます。 

〇議長（二條孝夫君） 大和幸久議員。 

〇７番（大和幸久君） 現況では、大町市から派遣されたりという構成で、事務局職員になって

るんですけども、今までの懸案であるプロパー化と言うような計画との、それを合わせて考

えた上では、定員の増等は必要ないのかどうか、その点改めて連合長の見解をお聞きします。 

〇議長（二條孝夫君） すいません、担当委員会の質疑ということであります。 

連合長の見解に限ってということでありますから、連合長、もしできれば、連合長の見解

をお願いいたします。 

事務局長。 

〇事務局長（戸谷靖君） ただいまの質問にお答え申し上げます。 

大町市からの派遣の職員も含めた定数条例のカウントになっておりますが、そちらの方も

加味しての内容となっておりますので、それらを加味しても定数条例については変更の必要

がないというふうに考えております。 

以上でございます。 

〇議長（二條孝夫君） 連合長。 

〇広域連合長（牛越徹君） 議員からも度々、これまで指摘をいただきました。やはり、広域連

合のプロパー職員がそれぞれ経験を積み、ふさわしい職に就けるよう、これは定年延長を加
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味しながらですが、定年延長とともに、併せて実現に向けて力を尽くしてまいります。 

以上でございます。 

〇議長（二條孝夫君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

この辺で、質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております、議案第１７号は総務常任委員会に付託をいたします。 

次に、議案第１８号「北アルプス広域連合火災予防条例の一部を改正する条例制定につい

て」を議題とし提案理由の説明を求めます。 

消防長 

〔消防長（細川彰夫君）登壇〕 

〇消防長（細川彰夫君） ただいま議題となりました、議案第１８号「北アルプス広域連合火災

予防条例の一部を改正する条例制定について」提案理由の説明を申し上げます。 

お手元に配布しております、議案第１８号説明資料、新旧対照表と改正内容説明資料を併

せてご覧ください。 

今回の改正は、急速充電設備、避雷設備、喫煙等の３項目に係るもので、国から示された火

災予防条例の準則に基づき、北アルプス広域連合火災予防条例の防火安全対策に関する改正

を行うものです。 

それでは、主な改正点について説明いたします。 

急速充電設備、第１１条の２の主な改正内容は、近年、電気自動車の急速充電設備の高出

力化へのニーズが高まっていることや、これまでの変圧機能を有する設備本体とケーブル等

が一体となった、一体型の急速充電設備に加え、本体設備とケーブル等を収納する充電ポス

トで構成される分離型の設置事例が見られるようになったことから、全出力の上限の撤廃や、

分離型の設備に対し、新たに規定を設けるものでございます。 

次に、喫煙等、第２３条については、平成３０年７月に健康増進法が改正されたことに加

え、火災予防条例においても、火災予防の観点から、喫煙所に対し、規制しているという異な

る法令で重複している状況であるため、指定場所における喫煙の制限に係る規定を改正する

もので、現行の別表第７に示されている表示を削除し、ＩＳＯ国際標準化機構又はＪＩＳ日

本産業規格の図記号に統一するものです。 

施行日は、公布の日からとしておりますが、第１１条の２、急速充電設備の規定につきま

しては、令和５年１０月１日からとしております。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（二條孝夫君） 説明が終わりました。 

本案について、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております、議案第１８号は、総務常任委員会に付託をいたします。 

次に、議案第１９号から、議案第２３号までの５議案は、いずれも令和４年度各会計の歳

入歳出決算の認定を求める議案であります。 

この取り扱いについてお諮りいたします。 
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議案第１９号から議案第２３号までの５議案を一括して議題とし、順次説明を受けた後、

各議案について、それぞれ質疑を行い、各常任委員会に付託したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、そのように取り扱います。 

それでは議案第１９号から議案２３号までの５議案について、提案理由の説明を求めます。 

事務局長。 

〔事務局長（戸谷靖君）登壇〕 

〇事務局長（戸谷靖君） ただいま議題となりました、議案第１９号から議案第２３号までの５

会計の歳入歳出決算につきまして、順次ご説明申し上げます。 

予算執行に伴う行政実績及びその成果につきましては、お手元に配付しております主要な

施策の成果説明書に記載しておりますので、併せてご覧をいただきたいと存じます。 

最初に、議案第１９号「令和４年度北アルプス広域連合一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて」ご説明を申し上げます。 

主要な施策の成果は、１ページからでございます。 

歳入歳出決算書の２ページ、３ページをご覧ください。 

歳入３ページ、収入済額の最下段、決算額は１９億１，８４２万５，３６２円で、前年度比

１１．５％の減でございます。 

４ページ、５ページをご覧ください。 

歳出５ページ、支出済額の最下段、決算額は１８億５，４６１万１，２４７円で、前年度比

１１．２％の減となっております。決算額が減となった主な要因は、ごみ処理広域化推進費

に関わる工事請負費の減によるものでございます。その結果、６ページになりますが、歳入

歳出差引残額は６，３８１万４，１１５円となり、翌年度へ繰り越しとしております。 

８ページからの、歳入の主な内容についてご説明を申し上げます。 

款１項１目１市町村負担金１６億４，３８０万４千円は、広域経常費、廃棄物処理費、常備

消防費等に伴う負担金でございます。 

１０ページ、１１ページをご覧ください。 

２段目、款２項２目２衛生手数料７，９２７万３，４００円は、指定ごみ袋収入証紙代のご

み処理手数料と、北アルプスエコパークへの直接搬入によるごみ焼却手数料でございます。

款３項１目１循環型社会形成推進交付金５１７万３千円は、大町市環境プラント焼却棟解体

撤去工事等調査業務及び大町リサイクルパークストックヤード棟基本設計業務に関わる、補

助対象経費の３分の１にあたる補助金でございます。款３項２目１及び款４項１目１の低所

得者保険料軽減負担金は、低所得者の介護保険料軽減に関わる国庫及び県負担金でございま

す。款５項２目１物品売払収入７８万９，４００円は、不要となった消防備品を売却したこ

とによるものでございます。 

１２ページ、１３ページをご覧ください。 

款８項１目１節４衛生費雑入４１８万７２９円は、ペットボトル有償拠出金等、資源物の

売払収入が主なものでございます。款９項１目２消防債３，５９０万円は、節１緊急防災減

災事業債では、消防各署仮眠室個室化等実施設計及び災害対応ドローン整備に充てたもの、

節２消防防災施設整備事業債では、高規格救急自動車の更新に充てたものでございます。 

次に、１４ページ、１５ページの歳出をご覧ください。 
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款１議会費は、議会定例会４回の開催に伴う費用でございます。款２項１目１一般管理費

９，０７９万８，４９８円は、職員４名と派遣職員４名分の人件費と事務費が主なものでご

ざいます。 

１６ページ、１７ページをご覧ください。 

目２財産管理費は、北アルプス市町村会館の維持管理に関わる費用、目３情報化推進費  

９，５５０万１８０円は、市町村と広域連合が共同利用する基幹系システム等にかかる費用

であり、節１３使用料及び賃借料の機器リース料が主なものでございます。目４企画費は、

北アルプス連携自立圏合同調査研究事業として、先進施策の視察を実施した費用でございま

す。 

１８、１９ページをご覧ください。 

款３項１目１入所判定委員会費は、年５回開催されました、老人ホーム等入所判定委員  

２名分の報酬、費用弁償が主なものでございます。目２障害支援区分認定審査会費は、主に

審査会委員５名の報酬費用弁償等であり、年１２回、１４９件の審査判定がされております。

目３低所得者保険料軽減事業費７，８７１万７，６００円は、節２７繰出金で、低所得者に対

する介護保険料軽減の公費負担分を、介護保険事業特別会計へ繰り出したものであり、軽減

対象者は６，４１８名でございました。 

目４福祉施設等建設事業費３７０万円は、節１８負担金補助及び交付金で、第８期介護保

険事業計画に基づく施設整備に対する補助金として、認知症対応型共同生活介護「ほっとハ

ウス信濃ときわ南の家」に対して交付したものでございます。 

款４項１目１葬祭場費では、指定管理者による運営の２期目、５年間の５年目でございま

した。人体６６５体、動物３５４体の火葬業務に関わる費用と、節１４工事請負費では、火葬

炉台車耐火物積替工事等の修繕工事を行ったものでございます。 

２０ページ、２１ページをご覧ください。 

目２ごみ処理広域化推進費３，９１１万３，８８８円の主なものは、節１２委託料では、大

町市環境プラント焼却棟解体撤去工事等調査業務委託。大町リサイクルパークストックヤー

ド棟基本設計業務委託等を行ったものでございます。目３廃棄物処理費 

４億３，１６４万６，４７９円では、節１２委託料の北アルプスエコパーク焼却設備維持

修繕定期点検業務委託が主なものでございます。 

２２、２３ページをご覧ください。 

目４リサイクル推進費６，４８２万９，６７５円では、節１２委託料の資源物処理業務委

託が主なものでございます。 

２４、２５ページをご覧ください。 

項２目１保健衛生費３，７４０万１，８７０円は、節１２委託料では、在宅当番医制事業を

大北医師会へ在宅歯科当番制事業を大北歯科医師会へそれぞれ委託して実施したものでござ

います。節１８負担金補助及び交付金は、病院群輪番制病院運営事業補助金であり、二次救

急として重症救急患者の医療を確保するために、輪番制で行っていただいております市立大

町総合病院とあづみ病院へ運営費の一部を補助したものでございます。款５消防費    

８億４，５５９万７，７９８円の主なものは、節１２委託料では、消防救急デジタル無線設備

等の保守点検業務委託のほか、仮眠室個室化等工事実施設計業務委託等によるもの、節１７

備品購入費では、高規格救急自動車の更新が主なものでございます。 

２６、２７ページをご覧ください。 

款６土木費３，２１４万３，７８１円の主なものは、職員３名と会計年度任用職員３名分
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の人件費が主なものでございます。 

２８、２９ページをご覧ください。 

款７諸支出金５４６万３千円は、市町村負担金平準化のため、令和３年度にふるさと市町

村圏事業特別会計より借り入れた５，４０２万５千円の償還に充てるものであり、１０年分

割償還の１年目でございました。款８公債費９，９７６万９，６８３円は、消防施設整備事業

など、広域連合債８件分の元金と利子の償還金でございます。 

以上、款項目別に主な内容をご説明申し上げました。 

３１ページには実質収支に関する調書、３２、３３ページには財産に関する調書、３４、３

５ページには、財源内訳等の決算資料、３６、３７ページには連合債一覧表、また、３８ペー

ジには市町村負担金の集計表を掲載してございます。 

一般会計決算の説明は、以上でございます。 

続いて、議案第２０号「令和４年度北アルプス広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」ご説明申し上げます。 

決算書は、３９ページからでございます。主要な施策の成果は１８ページからとなってお

ります。 

４０ページ、４１ページの歳入歳出決算書をご覧ください。 

歳入４１ページ、収入済額の最下段、決算額は１，０９２万５，５５０円、前年度比    

８１.７％の減でございます。 

４２、４３ページをご覧ください。 

歳出４３ページ、支出済額の最下段、歳出の決算額は６６１万２，６９２円、前年度比   

８７.８％の減となっております。歳入歳出ともに、前年度より大きく減となった主な理由は、

令和３年度では、市町村負担金平準化に充てるため、ふるさと市町村圏基金の一部を、一般

会計へ繰り出しを行ったことによる、基金繰入金及び繰出金の減によるものでございます。

その結果、４４ページになりますが、歳入歳出差引残額は４３１万２，８５８円となり、翌年

度へ繰り越しとなります。 

４６、４７ページの歳入をご覧ください。 

款１財産収入３３万３，７４５円は、基金の定期預金による利子収入でございます。款２

項２目１一般会計繰入金５４６万３千円は、市町村負担金平準化のため、令和３年度に一般

会計へ貸付けた５，４０２万５千円の分割償還によるものでございます。款３繰越金は、前

年度からの繰越金でございます。 

次に４８、４９ページの歳出をご覧ください。 

款１項１目１活動事業費６６１万２，６９２円は、節１８負担金補助及び交付金では、ふ

るさと市町村圏基金の利息を活用し、大北管内で行われた地域振興イベントに対する補助を

行ったものでございます。 

なお、令和４年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響により、当初補助を予定

していたイベントで中止となったものもございましたが、代替イベントを含め３事業に対し

て補助金交付を行っております。 

節２４積立金は、市町村負担金平準化に充てた基金の一部を積み戻すものでございます。

５１ページには実質収支に関する調書、５２ページには財産に関する調書を掲載してござい

ます。 

ふるさと市町村圏事業特別会計決算の説明は、以上でございます。 

続いて、議案第２１号「令和４年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計歳
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入歳出決算の認定について」ご説明を申し上げます。 

主要な施策の成果説明書では、２１ページからでございます。 

決算書の５４、５５ページをご覧ください。 

５５ページの歳入の収入済額の最下段に記載がございます、決算額は 

２億７，４８５万３，５２６円で、前年度と比較いたしますと、８.０％の減でございます。 

５６、５７ページをご覧ください。 

５７ページ、歳出の支出済額の最下段、決算額は２億７，２５４万７，４２３円で、前年度

と比較いたしますと７.８％の減となり、５８ページになりますが、歳入歳出差引残額は２３

０万６，１０３円となり、翌年度へ繰り越しとなります。歳入歳出決算額が大幅な減額とな

りました理由は、昨年度実施した大規模改修事業分が減ったことによるものでございます。 

６０ページの歳入決算について、主な内容をご説明申し上げます。 

款１項１目１入所療養介護費収入１億１，８９５万３，２０２円は、契約入所者に関わる

介護給付費でございます。契約入所者につきましては、前年度と比較いたしますと、 

１，１４２名増加したことから、給付費につきましては、１，０７７万円ほど収益が増加い

たしました。款１項２目１短期入所療養介護費収入３，１６１万８，２６７円は、短期入所利

用者に係る介護費収入でございます。安定的な稼働率向上のために、契約入所者を優先して

確保に努めた結果、前年度と比較すると、利用者で２４２人減少したことから、給付費につ

きましても３７５万７千円ほど収益が減少いたしました。 

款１項２目２通所リハビリテーション費収入４，３２２万６７１円は、通所リハビリテー

ションサービス利用者５，１９５名に係る介護費収入でございます。款１項３目１節１施設

利用料収入６，１４０万６，７９７円は、入所系サービスと通所系サービス利用者に係る施

設利用料でございます。款１項３目１節２滞納繰越分施設利用料２８万５，３３３円は、前

年度の滞納繰越分が納付されたことによるものでございます。款１項４目１特定入所者介護

サービス費収入２１７万４９１円は、介護サービス提供に関わる補足給付費の収入でござい

ます。 

６２、６３ページをご覧ください。 

款２繰越金２９３万５，３２１円は、令和３年度からの繰越金でございます。款３諸収入

４３万４，５１０円は、インフルエンザ予防接種に係る個人負担金、主治医意見書作成手数

料が主なものでございます。款４財産収入２万３，９３４円は、虹の家事業基金の積立金利

子でございます。款６繰入金１，２５０万円は、収益補填分として、虹の家事業基金から繰り

入れたものでございます。款７県補助金１８０万５千円は、コロナウイルス感染症に係る検

査費用につきまして、県より交付された補助金でございます。 

失礼いたしました。先ほど款７県補助金１８０万５千円と申し上げましたが、 

１３０万５千円の誤りでございます、失礼しました、訂正をいたします。 

続きまして、６６、６７ページからの歳出をご覧ください。 

款１項１目１節２給料から節４共済費までは、虹の家の職員１２名分の人件費でございま

す。節１０需用費４，２６５万１，２８２円は、施設の光熱水費や燃料費、施設修繕料、施設

内の消耗品、入所者の食事に係る材料費、医薬材料費でございます。節１１役務費 

５３２万９，１０２円は、寝具等のクリーニング代と施設利用者の個人負担金徴収に係る

窓口収納手数料が主なものでございます。節１２委託料１億３，３７５万３，６６９円は、虹

の家の施設運営と給食業務に係る大町総合病院への委託料が主なものでございます。 

６８、６９ページをご覧ください。 



- 12 - 
 

節１３使用料及び賃借料２５４万４，７２３円は、寝具及び福祉用具、複写機のリース料

が主なものでございます。節１８負担金補助及び交付金２８万１，０７０円は、関係団体へ

の負担金、節２４積立金２万３千円は、虹の家事業基金の利子積立、節２６公課費は、公用車

の車検時の重量税でございます。 

７１ページは、実質収支に関する調書、７２、７３ページは、財産に関する調書、７４ペー

ジは、財源内訳等の決算資料でございます。 

介護老人保健施設事業特別会計決算の説明は、以上でございます。 

続いて、議案第２２号「令和４年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について」ご説明申し上げます。 

決算書は７５ページから、主要な施策の成果は、２５ページからでございます。 

決算書の７６、７７ページをご覧ください。 

７７ページの歳入、収入済額の最下段に記載がございます決算額は、 

７１億８５１万５，４７６円となり、前年度より０.７％の減となりました。また、本人死

亡等により時効を迎えた未納保険料２，３６４万７，１８０円の不納欠損処理を行った結果、

収入未済額は５，４７６万４１７円となっております。 

７８、７９ページをご覧ください。 

歳出では、７９ページ支出済額の最下段に記載がございます決算額は、 

６９億７，３０９万１，２３６円となり、前年度より０．５％の減となっております。その

結果、８０ページの歳入歳出差引残額１億３，５４２万４，２４０円となり、翌年度への繰り

越しとしております。なお、繰越金のうち、１億１，６４７万７，８７９円は、介護給付費等

に関わる国県市町村負担金の過大交付となったものであり、令和５年度において、それぞれ

償還するものでございます。 

それでは、歳入歳出決算の内容についてご説明を申し上げます。 

８２、８３ページの歳入をご覧ください。 

款１項１目１第１号被保険者保険料の収入済額は１３億７，８９６万８，７６０円であり、

前年度比０．９％の減となっております。款２項１目１市町村負担金は、保険給付費の法定

分と総務費などの運営費でございます。款４国庫支出金１７億８，２１０万８９０円のうち、

項１目１介護給付費負担金１１億５，９３２万２，９５０円は、保険給付費の法定負担分で

ございます。また、項２目２地域支援事業交付金は、介護予防・日常生活支援総合事業等に関

わる法定負担分でございます。 

８４、８５ページをご覧ください。 

目６保険者努力支援交付金及び、目７保険者機能強化推進交付金は、介護保険事業計画の

ＰＤＣＡサイクルの強化や、高齢者の自立支援、介護予防等に関わる取り組みへの評価とし

て交付された補助金でございます。目８介護保険災害臨時特例補助金１万６千円及び、目９

特別調整交付金５９万７千円は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入等が減少し

た被保険者の保険料減免措置に関わる補助金等となり、対象者は２６名でございました。 

款５支払基金交付金１７億３，６３４万４千円は、４０歳から６４歳までの２号被保険者

の医療保険からの保険料負担分でございます。款６県支出金９億７，２０６万５３３円のう

ち、項１目１介護給付費負担金９億１，１８４万９，２２１円は、保険給付費の法定負担分で

ございます。 

８６、８７ページをご覧ください。 

項２目１介護保険事業費補助金１１４万３千円は、社会福祉法人等が行う利用者負担軽減
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に対する補助であり、対象者は７９名でございました。款８項１目１低所得者保険料軽減繰

入金７，８７１万７，６００円は、保険料段階第１段階から第３段階の住民税非課税世帯の

方の、保険料負担軽減のための公費負担分であり、一般会計から繰り入れるものでございま

す。 

８８、８９ページをご覧ください。 

款１０項４目１第三者納付金１８４万５，５９７円は、交通事故等の第三者行為が原因で、

介護が必要な状態となった被保険者が、介護サービスを利用した際に、保険給付で一時立て

替えた費用について、加害者に請求し納付されたものでございます。 

続きまして、９０、９１ページからの歳出をご覧ください。 

款１項１目１一般管理費７，１７３万３，２７５円は、職員６名分の人件費のほか、節１２

委託料は、介護保険ソフト保守業務委託等が主な内容でございます。項２徴収費 

４９５万９，６３３円は、保険料徴収のための郵送料などが主なものでございます。項３

目１介護認定審査会費１，２３４万１，９６６円は、節１報酬が主なものであり、保健、医

療、福祉の有識者２５名が、５名ずつ５グループに分かれ、認定審査会を年間９４回開催し、

３，２００件の審査判定を行ったものでございます。 

９２、９３ページをご覧ください。 

目２認定調査等費３，１５３万１，９３８円は、節１要介護認定調査を行う、会計年度任用

職員６名分の報酬と、節１１役務費、主治医意見書作成手数料が主なものでございます。項

４目１趣旨普及費９１万１，０９４円は、節１０需要費、印刷製本費では、年３回発行してお

ります、介護保険広報誌「井戸端かいご」の印刷代等となっております。項５目１計画策定委

員会費３３万２，３６０円は、節１第９期介護保険事業計画作成委員会開催に係る委員報酬

等が主なものでございます。項６保健福祉事業費１，３７４万３，３８１円は、社会福祉法人

等による低所得利用者に対する利用者負担軽減補助事業等が主なものでございます。 

９４、９５ページをご覧ください。 

款２保険給付費は、総額６１億９，３４０万６，９４４円となり、前年度比２．１％の減と

なりました。減額となりました主な理由につきましては、サービス事業所の利用者及び職員

が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、サービス提供を休止した期間があ

ったことや、感染拡大からの利用控えなどが主な理由と考えているところでございます。項

１介護サービス等諸費５７億６，７５８万２，６５５円は、要介護１から要介護５の方が利

用された、居宅及び施設介護サービスに対する給付費で、１．６％の減でございました。 

９６、９７ページをご覧ください。 

項２介護予防サービス等諸費１億１，６４９万１，９８６円は、要支援１、２の方が利用さ

れた介護サービス給付費で０．１％の減でございます。 

９８、９９ページをご覧ください。 

項４高額介護サービス等費１億２，４１５万６，０１４円は、利用者負担が一定額を超え

た場合の給付でございます。項５高額医療合算介護サービス等費２，０３７万６，６６２円

は、介護保険と医療保険の利用者負担が、高額介護サービス費等を控除してもなお一定額を

超えた場合の給付でございます。 

１００ページ、１０１ページをご覧ください。 

項６特定入所者介護サービス等費１億５，９０１万１，５１７円は、施設等利用者の食費

及び居住費について、低所得利用者に対する負担軽減のための補足給付でございます。款３

項１目１給付費準備基金積立金１億５，１９０万９千円の主なものは、第１号被保険者の保
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険料１億３，６６３万円余、その他、国庫負担金、県費負担金の過年度精算分を積み立てるも

のでございます。款４地域支援事業費３億６，８０７万２，９３８円は、要介護状態へ移行し

ないために行う、介護予防、総合相談及び認知症対策、権利擁護等の事業を主に構成市町村

へ委託して実施するもの及び、介護予防、日常生活支援総合事業の実施に関わる費用となっ

ており、前年度比２．０％の増となりました。 

１０４、１０５ページをご覧ください。 

款５項１目２償還金１億２，１９７万７，３０７円は、令和３年度において過大に交付さ

れた国庫負担金、支払基金交付金等の償還金となっております。 

１０７ページは、実質収支に関する調書、１０８ページは、財産に関する調書、１０９ペー

ジは、財源内訳等の決算資料でございます。 

介護保険事業特別会計決算の説明は、以上でございます。 

最後に、議案第２３号「令和４年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」ご説明を申し上げます。 

決算書では１１１ページから、主要な施策の成果では、３８ページからとなっております。 

決算書の１１２、１１３ページをご覧ください。 

歳入の１１３ページ、収入済額の最下段、決算額は２億１１４万９，８４９円で、前年度比

８．４％の減でございます。 

１１４、１１５ページをご覧ください。 

歳出の１１５ページ、支出済額の最下段、決算額は１億８，４６３万８，８３１円で、前年

度比６．３％の減でございます。その結果、１１６ページでございますが、歳入歳出差引残額

は１，６５１万１，０１８円となり、翌年度への繰り越しとなります。 

１１８、１１９ページの歳入をご覧ください。 

款１項１目１市町村負担金１，８６７万７千円は鹿島荘の運営費、改築事業の連合債償還

に係るもの、目２鹿島荘事業負担金１億２，２５８万２，１６４円は、老人保護措置費及び生

活短期宿泊事業に係る負担金でございます。措置入所者は、延べ１万６，２４４人前年度比

１，６７６人の減でございました。また、生活短期宿泊事業の延べ利用者は、１，１００人、

前年度比１７０人の増でございます。 

款２項１目１ひだまりの家収入２，５１８万５，７３７円は、ひだまりの家利用者９人分

の介護保険給付費収入で、前年度比４８万１千余の増、目２ひだまりの家施設利用収入１，

１１９万８，５３９円は、介護保険利用者負担分のほか、利用者の施設使用料、光熱水費と燃

料代、食材料費で、前年度比５万６千円余の減でございました。款４項１目１鹿島荘繰越金

１，７５９万２，１６９円は、鹿島荘分の令和４年度繰越金で、目２ひだまりの家繰越金   

４９２万４，２５８円は、ひだまりの家分の繰越金でございます。 

１２２、１２３ページの歳出をご覧ください。 

款１項１目１管理費９，６０１万８，０７０円は、主には職員６名分の人件費と、会計年度

任用職員１２名分の報酬、節１０需用費は、施設の維持管理に係る消耗品費、燃料費、設備修

繕などでございます。節１２委託料は、清掃業務委託のほか、欠員となった職員補充のため

の、人材派遣会社からの職員派遣業務委託などでございます。節２２償還金利子及び割引料

は、令和３年度分市町村負担金過年度償還金、節２４積立金は、鹿島荘事業基金利子と寄付

金を積み立てたものでございます。この結果、鹿島荘事業基金の残高は４１０万８千円余と

なりました。 

目２生活費３，６２２万４，９２１円は、措置入所者と生活短期宿泊事業入所者の日常生
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活に係る費用でございます。 

１２４、１２５ページをご覧ください。 

主なものは、節１０需用費は、オムツ等の消耗品費、燃料費、光熱水費及び賄い材料費でご

ざいます。節１１役務費の手数料は、入所者の健康診断、シーツなどのクリーニング代、節１

３使用料及び賃借料は、通信カラオケ使用料、節１９扶助費は、介護保険サービス利用に係

る費用のほか、入院患者の日用品などでございます。項２目 1ひだまりの管理費 

３，７７０万３，７７６円は、人件費では、職員１名と会計年度任用職員１０名分の人件

費、その他入所者９名分の日常生活費、施設の維持管理費用で、主なものは、節１０需用費の

燃料費、光熱水費、賄材料費でございます。節１２委託料は、鹿島荘同様に欠員となった職員

補充のための職員派遣業務委託、訪問看護業務委託料などでございます。節１７備品購入費

では、エアコン２台と洗濯機１台を更新したものでございます。節２４積立金は、ひだまり

の家事業基金に積み立てたものでございます。この結果、ひだまりの家事業基金の残高は、

２，５３４万８千円となっております。 

款２項１鹿島荘公債費１，４６９万２，０６４円は、鹿島荘改築事業の起債償還の元金及

び利子でございます。なお、償還金は、令和４年度で返済完了となりました。 

１２９ページは、実質収支に関する調書、１３０、１３１ページは、財産に関する調書、1

３２ページは、連合債一覧表となっております。 

老人福祉施設等事業特別会計決算の説明は、以上でございます。 

以上、５会計の決算につきましてご説明申し上げました。 

ご審議のうえ、ご認定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

〇議長（二條孝夫君） 日程第４の途中ですが、ここで１１時２５分まで休憩といたします。 

休憩 午前１１時１１分 

再開 午後１１時２５分 

〇議長（二條孝夫君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

日程第４の議事を継続します。 

それでは続いて、監査委員に監査報告を求めます。 

松沢監査委員。 

〔監査委員（松沢晶二君）登壇〕 

〇監査委員（松沢晶二君） 決算審査報告を申し上げます。 

令和４年度の決算審査は、議会選出の中牧監査委員と、私、松沢の両名で行いましたので、

代表して審査報告を申し上げます。 

去る７月１０日に、広域連合長から審査に付されました、地方自治法第２３３条第２項の

規定による、令和４年度北アルプス広域連合一般会計及び特別会計の歳入歳出決算及び附属

書類、同法第２４１条第５項の規定による基金の運用状況を示す書類について審査を行いま

した。 

審査の概要について報告いたします。 

決算審査は７月１９日に、広域連合事務局があります、北アルプス市町村会館において実

施いたしました。 

審査の方法でございますが、令和４年度北アルプス広域連合一般会計、特別会計歳入歳出

決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、また基金の運用状況を

示す書類について、関係法令に準拠して調整されているか、財政運営は健全か、財産の管理

は適正か、また予算が適正かつ効率的に執行されているか等に主眼を置き、関係諸帳簿及び
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証拠書類との照合などにより審査を行いました。 

審査の結果、審査に付された各会計の歳入歳出決算及び附属書類、基金の運用状況を示す

書類は、いずれも正確であると認められ、また予算、事務事業の執行についても、概ね適正で

あったと認められました。 

ここで若干の説明、意見を加えさせていただきます。 

広域連合各会計の財源については、市町村負担金がその根幹をなしており、このうち一般

会計では、歳入の約８５％、１６億４，３８０万円余が市町村からの負担金であります。 

広域連合の事務事業は、事業効果と事務効率、そして、公平公正の担保が求められており、

厳しい財政状況下にあっても、十分な事務事業の評価、点検、検証を行うとともに、構成市町

村の財政に配慮しながら、起債や国、県の補助事業を活用した、計画的かつ効率的な財政運

営に努めていただくようお願いいたします。 

まず、一般会計ですが、北アルプス広域葬祭場では、修繕計画に基づき火葬炉の修繕工事

が実施されました。設備に係る修繕や更新については、点検結果に基づき計画的に実施する

とともに、適正な指定管理料による施設運営に努めていただきたい。 

ごみ処理広域化では、北アルプスエコパークにおいて３市村での広域的なごみ処理が行わ

れており、資源物等の受け入れは、大町リサイクルパークを中心に、北アルプスエコパーク

及び白馬リサイクルセンターでの一般廃棄物処理基本計画に沿った施設運営が行われ、ごみ

の減量化、再資源化に取り組んでいます。 

令和４年度建設予定であった白馬リサイクルプラザは、２回の入札不落により、当該年度

内の建設が延期され、実施設計の見直し業務が発注されていますが、令和５年度の建設着工

に向けて、適正な積算による設計とすることはもとより、利用者や地域住民に愛される施設

の建設となるよう努めていただきたい。 

消防関係では、導入から１０年が経過した南部消防署の高規格救急自動車について、車両

本体及び搭載されている医療機器の性能低下や、部品交換の調達に苦慮していたことから、

実施計画に基づき更新されました。また、災害対応ドローンが整備され、災害時等の機動力

の向上が図られております。 

近年の気象変化に伴い、当地域においても、大規模災害の発生が危惧される状況であり、

防災力の強化が求められるなかで、保有する資機材を有効に活用しながら、地域住民や企業、

学校等への訓練指導を実施することにより、地域の防災力向上が図られることを期待します。 

次に、ふるさと市町村圏事業特別会計では、基金の運用益を財源として、市町村が行うイ

ベント、祭りに対する補助金交付が主な事業となっており、令和４年度の補助金交付実績は

３件でありました。景気の低迷により、金利が低い状態が続いていることから、定期預金に

よる運用に加え、新たに有価証券による運用を始めており、今後も、預金利率や債券市場の

動向を注視し、安全で効率的な基金運用を検討されたい。 

次に、介護老人保健施設事業特別会計については、新型コロナウイルスの感染予防対策を

とりながら、利用者の増加に向けて取り組んだ結果、入所系利用者が１万６，６４３名とな

り、前年度に比べ９００名の増加となりました。しかし、通所サービス利用者では 

５，０３８名となり、前年度に比べ１５７名の減少となっています。 

圏域内の特別養護老人ホーム等の整備が進んだことによる、待機施設としての利用の減少

や、利用期間の短縮等により、収益の確保が厳しい状況が続いていることから、経営改善の

方策と今後のあり方について、虹の家経営改善委員会に諮問し、この諮問に対し、令和５年

５月２２日付で答申がなされていますので、この答申内容を十分精査、検討したうえで、今
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後の方向性を速やかに決定することを期待します。 

次に、介護保険事業特別会計については、介護保険料全体の収納率が９４．６２％で、前年

度に比べ０．１８ポイントの減となっています。また、不納欠損額は 

２，３６４万７，１８０円で、その内訳は、徴収困難、死亡等によるものであり、調定額に

対する収入未済額は５，４７６万円余となっています。今後も、保険料負担と給付の公平性

を確保するため、市町村との連携により、効率的な滞納整理を進めていただきたい。 

令和４年度は、第８期介護保険事業計画の２年目でありましたが、引き続き、構成市町村

や、地域包括支援センター及び事業者等との連携を強化しながら、計画の基本目標である、

地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取り組みを推進されたい。 

最後に、養護老人ホーム鹿島荘、グループホームひだまりの家についてでありますが、令

和４年度の鹿島荘入所者は、延べ利用人数で１万６，２４４名となり、前年度と比較して  

１，６７６名減少しましたが、生活短期宿泊事業では、延べ利用人数で１，１００名となり、

前年度と比較して１７０名の増となりました。また、ひだまりの家利用者は、延べ利用人数

で３，２８５名となり、前年度と比較して１名の増となっております。 

養護老人ホームである鹿島荘では、構成市町村等に対し、措置入所へより一層の協力を求

めるなど、満床に向けた努力をお願いします。 

また、入所者の高齢化や、重度の要介護認定者が増加しており、職員に対する負担が増え

ているうえ、夜間勤務等の変則勤務などにより、人員の安定的な確保が慢性的な課題となっ

ています。 

現在、会計年度任用職員として勤務している生活相談員、支援員、介護員等の職種におい

て、高齢化による退職者の増加が見込まれるなかで、人員の確保がさらに困難となることが

予想されます。これらの状況を踏まえ、今後の安定的な施設運営をどのように維持していく

かについて、早急に検討されることを望みます。 

その他詳細につきましては、意見書をご覧いただきますようお願いし、以上で、決算審査

報告を終わらせていただきます。 

〇議長（二條孝夫君）それでは、これより質疑に入ります。 

まず、議案第１９号「令和４年度北アルプス広域連合一般会計歳入歳出決算の認定につい

て」を取り扱います。 

ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

続いて、議案第２０号「令和４年度北アルプス広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」を取り扱います。 

ご質疑はありませんか。 

中村直人議員。 

〇４番（中村直人君） すいません、ご説明のなかで歳出、歳入が８７％、８１％減ったってお

話があって、それが昨年度の一般会計の貸付があったから去年膨らんだと、今年は、それが

通常になったから戻ったっていう理解をしたんですが、その貸し付けの理由とかですね、も

うちょっと詳しく説明していただけますか。 

〇議長（二條孝夫君） 企画財政係長。 

〇企画財政係長（飯島伸幸君） お答えいたします。 

令和４年度につきまして、歳入歳出決算額が大きく減少した理由は、ただいま説明申し上
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げたとおりですね、令和３年度にふるさと市町村圏事業特別会計から、一般会計に貸し付け

を行ったということで、その分がなくなったということで間違いはございません。 

その内容でございますが、一般会計におきましては、ごみ処理広域化推進費ということで、

多額の資金、財源を必要としておりまして、そのなかで市町村負担金を頂戴して事業を進め

ていくわけでございますが、令和３年度につきましては、白馬山麓清掃センターの解体撤去

工事という大きな事業がございまして、その市町村負担金につきまして、白馬村におかれて

はですね、財源について有利な起債等がないということで、市町村負担金の平準化を図るた

めに、ふるさと市町村圏事業特別会計から一般会計の方に貸し付けを行いまして、それを  

１０年で償還するというような流れで行っているところでございます。 

以上でございます。 

〇議長（二條孝夫君） 他に質疑はありませんか。 

お諮りいたします。 

この辺で、質疑を終結することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって質疑を終結いたします。 

続いて、議案第２１号「令和４年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」を取り扱います。 

ご質疑はありませんか。 

大和幸久議員。 

〇７番（大和幸久君） ３点ほど質問したいと思います。 

１点目はですね、令和４年度の決算では、入所利用者が昨年より９００名増加と、通所利

用が１５７名減少ということですけども、新型コロナのなかで、数年減少してるなかで、特

に昨年オミクロン株が急拡大というような時期でもあったんですけども、プラスに転じてい

る、この辺の要因をどのように分析してるのか、説明いただきたいと思います。 

２点目はですね、昨年度の比較でプラスに転じたということではありますけれども、介護

保険収入を見ますと、当初予算と比較して約６５０万円減少しております。また一方では、

基金から繰入金１，２５０万円を繰り入れてますけども、このうち基金からは、経常経費に

どのくらいの金額を充てているのか、説明いただきたいと思います。 

３点目は、虹の家の経営改善に向けての取り組みについては、全協でも説明があると思い

ますけれども、方向性として、今後介護サービスの運営主体、設置者を今までどおり広域連

合とするのか、また、前回も質問しましたけども、大町病院が運営主体、設置者となるのか、

これについて、どのような方針を持ってるのか改めて説明いただきたいと思います。 

〇議長（二條孝夫君） 答弁を求めます。 

虹の家事務長。 

〇虹の家事務長（上條達弘君） はい、ただいまのお尋ねにつきまして順次お答えいたします。 

令和４年度につきましては、収益の増収を目指し経営アドバイザーからの助言をいただき、

とにかく施設の空きベッドを、できる限りなくすようにということで、入所利用者の確保に

ついて職員一丸となって取り組みました。 

その結果、施設入所利用者が、昨年度より９００名ほど上回るという結果に結びついたと

思っております。引き続き、本年度におきましてもこの取り組みを進めており、現在までの

入所利用者は、昨年同時期と比較しますと２００名程度上回っている状況でございます。 
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また、通所系利用者につきましては、コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、施

設の利用控えが進んだことから減少したものと分析しております。 

続けて、経常費に充てた基金繰入金につきましてですが、令和４年度は新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大に伴い、その感染予防対策として、大町総合病院にお願いをして、施設

利用希望者に対しまして、利用前に抗原定量検査を実施してまいりました。この検査費用は、

県より１３０万円ほどの補助金をいただいて実施してまいりましたが、検査費用自体は１８

０万円ほど要しております。 

また、世界情勢の影響を受け、灯油代や電気料が上昇したことから、昨年度決算と比較し

ますと灯油代、電気料が３００万円ほど増加しております。基金繰入金１，２５０万円なり

ました原因は、これらの要素が大きな部分となっております。 

あと、予算、運営等は、どう解決していくかということにもお答えいたしますが、現在まで

虹の家の経営改善と今後の方向性につきまして、検討を進めているところでございます。 

この検討を進めるにあたり、虹の家の今後の方向性につきましては、施設の管理運営を隣

接する市立大町総合病院にお願いしていることから、市立大町総合病院の皆様にも関わって

いただき、経営形態等も含め更なる検討を進めてまいりたいと思っております。 

以上です。 

〇議長（二條孝夫君） 大和幸久議員。 

〇７番（大和幸久君） １番目は大体わかりました。 

２番目の質問ではですね、基金の繰入金１，２５０万円のうち、経常経費に充てた基金繰

入金は幾らに当たるのかという質問ですので、これについて答えていいただいてませんので、

改めて回答お願いします。 

それから、虹の家の運営については、今までも指摘をしてますけども、そもそもが、これ大

町病院の組織の一部として位置付けられて、設立されて、運営されてきてるもんです。 

それが現在は、運営主体と設置者が広域連合というような形にいつの間にか変わってきて

ると、この辺が大きな問題の根源だと思いますので、是非その点、そもそも論から、どこの組

織であって、どこが運営主体となり、設置者である責任を持って運営していくのか、この点

をしっかり議論して早急に決定していっていただきたいと思います。 

この点については、是非設置者としての基本的な考え方を伺っておきたいと思います。 

〇議長（二條孝夫君） 介護福祉課長。 

〇介護福祉課長（麻田俊一君） 私から、基金の関係についてご説明申し上げます。 

令和４年度において繰り入れを行いました基金１，２５０万円でございますが、これにつ

きましては、全て虹の家の経常経費ということで、その補填分として繰り入れをしているも

のでございます。 

それから、経営主体の関係でございますが、先ほどもご答弁申し上げましたが、虹の家の

今後の方向性について、病院の方達にも加わっていただいて、早急に方向性を出したいと考

えております。そのなかにおいて、病院とどういう形がいいのかというのは、併せて協議を

させていただきたいと、そんなふうに考えております。 

以上でございます。 

〇議長（二條孝夫君） 連合長。 

〇広域連合長（牛越徹君） 私からも少し補足しながら、ご答弁申し上げます。 

まず現在、病院の関係者にも入っていただき、経営陣にも入っていただき、そしてこの虹

の家の運営について改善を一生懸命取り組む、そんな検討を進めております。そのなかで、
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どこまで深く出ているかは別としてですね、やがて大町病院が、病院の運営と一体となって

経営することのメリットをですね、きちっと確認するなかで、検討が更にそのステップに進

むんではないかという期待を、広域連合とはしてはいたしております。 

しかしながら、その前提としては、現在の経営体質の健全化、改善が前提となるんではな

いか、赤字のままで経営を引き受けてくれと言っても、それは到底難しい課題だというふう

に私ども自身も認識しているところでございます。 

そうしたなかで、まず一つには、いわゆる在宅系の施設形態に持っていく、それについて

は比較検討しながら、これも今まで全協等でご説明申し上げていますように、いくつかの経

営形態の比較をしながら一番この地域の介護のニーズに即応し、なおかつ経営も健全化でき

るような、そんな方向で検討していただいておりますが、そのなかで実際にそうした経営形

態をとり、そしてそれが健全化の見通しが見えてきた段階で初めて、実際に経営の主体の問

題が、具体的に検討されるんではないか、そのように考えております。 

これは、待ったなしで進めなければいけない課題であります。同時に、先ほど議員のご質

問のなかで、病院の組織の一部と位置付けられていたというご発言がありました。この、虹

の家の開設時の検討の中では、当初大町病院の組織の一部に位置付けて開設するということ

も検討されたようですが、実際には広域連合が開設者になってスタートしたというのが実際

の姿でございます。 

そのなかで、現在、指定管理でもなく、また全部委託でもなく、大町病院には給食業務と、

それから職員を派遣しての、いわゆる業務の相当部分、大半と言っていいかもしれませんが、

その分については委託事業として大町病院が引き受けていただき、そしてそのなかに職員を

派遣し、大町病院の職員を配置し、そして広域連合の職員もそこに派遣する形で、一つの事

業体として運営するような形にはなっておりますが、あくまでも、この虹の家の開設自体は

広域連合ということについては、ご理解いただきたいと思います。 

以上でございます。 

〇議長（二條孝夫君） 大和幸久議員。 

〇７番（大和幸久君） 今の広域連合長の説明ですけども、そもそもから言うと、私も調べてみ

ますと、大町病院の組織図の中に、虹の家というのがちゃんと書かれていて、それがいつの

間にか消えてるという経過があります。 

消えたってのは、どこでも議決してないはずですね。そういう経過もありますので、そも

そものところをきちんと調べていただきたい。 

いずれにしましても、今回ですねこういったことをきちんと解決していかないといけない

時期になってるという認識は共通してると思います。 

広域連合長にありましては、広域連合長であり、また大町病院の開設者という最高位の立

場にいるわけです。 

是非ガバナンスを発揮していただいて、この際きちんとした整理に向けてですね、是非努

力いただきたいと思っておりますが、改めて決意のほどお願いします。 

〇議長（二條孝夫君） 広域連合長。 

〇広域連合長（牛越徹君） ご発言の前段の大町病院における組織の位置付けについては、

どのように変化があったか、表現上、私自身理解しておりませんが、この１７年間で大町病

院における、この虹の家の運営形態については、全部委託というような形に近づいてきてる

いうことでは、少し変遷がありますが、それを受けても、いずれにしても委託という形をと

ってることについては、実態として変わりがないもんですから、どのような形でその位置付
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けが途中から変わったかっていうことについては、発言、答弁を控えさせていただきます。 

その上に立って、いずれにしてもやはり、効率的な虹の家の運営、この地域に、そうした在

宅におけるリハビリを含めた入所、或いは通所の機能が必要とされる限りは、この事業は続

けていかなければならない。そのなかで、大町病院については、事業管理者制度をとってお

ります。議会の議決をいただいて、事業管理者制度をとっておりますので、設置主体は大町

市であり、責任者は私でありますので、その責任は免れることはしませんが、運営にあたっ

てはやはり事業管理者の下で最終的な判断があり、そして団体としての大町市がそれを決定

する、そのようなことになっていく、そうした手順があるってことについても、併せてご理

解いただきたいと存じます。 

以上でございます。 

〇議長（二條孝夫君） 他に質疑はありませんか。 

お諮りいたします。 

この辺で、質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、質疑を終結いたします。 

続いて、議案第２２号「令和４年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について」を取り扱います。 

ご質疑はありませんか。 

大和幸久議員。 

〇７番（大和幸久君） ２点ほど質問します。 

１点目は、報告でも新型コロナの影響があったと、職員がコロナになってサービスを停止

した例とか、利用控えというのが影響あったという説明がありましたけども、新聞報道等に

もありますように、やはり小規模事業者等への影響というのは大きかったんじゃないかと、

管内ではその点は、どのようにとらえているのか説明いただきたいと思います。 

また、第８期介護事業計画の中間年では、どんな状況にこの影響がなっているのか。また、

最終的に１億３，５４０万円の差引残額がありますけども、この差引残額が妥当であるとい

う説明を改めていただきたいと思います。 

〇議長（二條孝夫君） 介護福祉課長。 

〇介護福祉課長（麻田俊一君） はい、ただいまのお尋ねに順次お答えいたします。 

最初に、昨年度における新型コロナウイルス感染症の介護保険サービス利用及び予算への

影響でございます。 

昨年度、コロナ感染症の主な影響といたしましては、感染拡大への懸念に伴う利用控え、

事業所での感染症発生による事業休止により、受け入れが困難になった状況がございました。

昨年度では、年間で６４の事業所から感染症発生の報告を受け、多くの事業所が一定期間、

事業を休止せざるを得ない状況となり、利用者へ通常のサービス提供が困難になったケース

もございましたが、生活に介護サービスが必要な利用者へは、他の事業所とも連携しながら、

ご自宅でのサービス提供に切り替えるなど、臨時的な取り扱いをしてサービスの提供を継続

していただきました。 

また、予算への影響につきましては、介護給付費及び地域支援事業費では、当初見込みと

実績を比較いたしますと、３億４千万円ほど実績の方が小さくなっております。このうち、

コロナ感染症の影響を大きく受け、見込みとの差が大きかったサービスといたしましては、
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通所介護や短期入所サービスが挙げられ、その影響額を推計いたしますと、見込みとの差に

おいて４０％ほどが、コロナ感染症の影響と見込んでいるところでございます。 

続きまして、第８期の介護保険事業計画の状況と繰越額についてのお尋ねでございます。 

昨年度、介護給付費及び地域支援事業費につきましては、第８期介護保険事業計画に基づ

き予算を計上しておりますが、執行状況は、計画値よりも約５．２％下回っており、令和３年

度に引き続き、給付の伸びは縮小した状況でございます。 

第８期の計画期間３年のうち２年が終了するところでございますが、介護給付費等はコロ

ナ感染症の影響を受けたことに伴い、見込みよりも事業実績が縮小している状況にあり、サ

ービス給付の２３％を賄っております保険料収入につきましても、余剰が生じている状況で

ございます。この保険料につきましては、それぞれ基金に積み立て、第９期以降の給付と負

担の検討を進める中で、介護保険料の軽減も視野に入れ、この基金を有効に活用してまいり

たいと考えております。 

また、昨年度の歳入歳出決算差引残高でございます。１億３千５４０万円余のうち、１億

１，６００万円ほどが、介護給付費等の見込みが実績よりも小さかったことにより、国、県、

市町村の交付金等を令和５年度に繰り越して償還するものでございます。 

このため、繰越額の大小につきましては、交付金の翌年度償還分の額によることとなりま

すが、令和３年度決算においても、１億４，７００万円ほど翌年度に繰り越しをしていると

いう状況がございますので、ご理解いただきたいと思います。 

以上でございます。 

〇議長（二條孝夫君） 他に、質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

お諮りいたします。 

この辺で、質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって質疑を終結いたします。 

続いて、議案第２３号「令和４年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計歳入

歳出決算の認定について」を取り扱います。 

ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

以上の５議案の審査は、配布してあります付託表のとおり、各常任委員会に付託をいたし

ます。 

日程第４の途中でありますが、ここで昼食のため、午後１時まで休憩といたします。 

休憩 午前１１時５９分 

再開 午後 １時００分 

〇議長（二條孝夫君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

日程第４の議事を継続します。 

次に、議案第２４号「令和５年度北アルプス広域連合一般会計補正予算（第１号）」を議題

として、提案理由の説明を求めます。 

事務局長。 

〔事務局長（戸谷靖君）登壇〕 
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〇事務局長（戸谷靖君） ただいま議題となりました、議案第２４号「令和５年度北アルプス広

域連合一般会計補正予算（第１号）」について、提案理由の説明を申し上げます。 

今回の補正は、令和４年度決算に伴う繰越金の確定、市町村負担金の精算が主なものでご

ざいます。 

議案１ページをご覧ください。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額に、それぞれ４，９３５万４千円を追加し、総

額を２９億５，７１５万９千円とするものでございます。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。 

款７繰越金４，９３５万４千円の増は、令和４年度決算に伴う、前年度繰越金の確定によ

るものでございます。 

次に、１０ページ、１１ページの歳出をご覧ください。 

款２総務費から款５消防費まで、いずれも令和４年度決算額の確定により、節２２償還金

利子及び割引料において、市町村負担金を過年度償還金として精算をするものでございます。

款９予備費の増は、歳入歳出の調整でございます。 

１２ページには、市町村負担金精算額、過年度償還金の内訳となっております。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可決を賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

〇議長（二條孝夫君） 説明が終わりました。 

本案について、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第２４号は、各常任委員会に付託をいたします。 

次に、議案第２５号「令和５年度北アルプス広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計補正

予算（第１号）」を議題として、提案理由の説明を求めます。 

事務局長。 

〔事務局長（戸谷靖君）登壇〕 

〇事務局長（戸谷靖君） ただいま議題となりました、議案第２５号「令和５年度北アルプス広

域連合ふるさと市町村圏事業特別会計補正予算（第１号）」について、提案理由の説明を申し

上げます。 

今回の補正は、令和４年度決算の確定に伴う繰越金によるもののみでございます。 

議案１ページをご覧ください。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額に、それぞれ６９万８千円を追加し、総額を

３，０４７万３千円とするものでございます。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。 

款３繰越金６９万８千円の増は、令和４年度決算の確定に伴う繰越金の増でございます。 

１０ページ、１１ページの歳出をご覧ください。 

款２予備費の増は、歳入歳出の調整でございます。 

以上、ご説明を申し上げましたが、ご審議の上、ご可決を賜りますようよろしくお願いい

たします。 

〇議長（二條孝夫君） 説明が終わりました。 

本案について、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第２５号は、総務常任委員会に付託をいたします。 

次に、議案第２６号「令和５年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計補正

予算（第２号）」議題として、提案理由の説明を求めます。 

事務局長。 

〔事務局長（戸谷靖君）登壇〕 

〇事務局長（戸谷靖君） ただいま議題となりました、議案第２６号「令和５年度北アルプス広

域連合介護老人保健施設事業特別会計補正予算（第２号）」について、提案理由の説明を申し

上げます。 

議案１ページをご覧ください。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額に、それぞれ７００万５千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を２億７，５６５万６千円とするものでございます。 

今回の補正は、令和４年度の決算額の確定に伴う繰越金の補正と、令和４年度の虹の家の

管理運営業務に関わる委託料の精算、寄付金につきまして、補正を行うものでございます。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。 

款２項１目１繰越金４９万４千円の減につきましては、令和４年度決算額の確定に伴い、

令和５年度の繰越金の予算額を減額するものでございます。款５項１目１寄付金４９万９千

円の増につきましては、寄付を受けましたことにより、予算額を増額するものでございます。

款６項１目１虹の家事業基金繰入金は、大町総合病院へ支払う令和４年度の施設管理委託料

に不足が生じたことから、令和５年度において精算交付を行うため、基金から７００万円の

繰り入れを行うものでございます。 

１０ページ、１１ページの歳出をご覧ください。 

款１項１目１節１２委託料７００万円の増は、大町病院へ支払う施設管理運営業務に係る

委託料の精算に伴い、増額をするものでございます。款２項１目１予備費４９万４千円の減

につきましては、歳入歳出の調整でございます。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願いを申し上げま

す。 

〇議長（二條孝夫君） 説明が終わりました。 

本案について、ご質疑はありませんか。 

大和幸久議員。 

〇７番（大和幸久君） はじめに６点ほど伺いたいと思います。 

１点目は、説明のありました、施設運営委託料の過年度精算分７００万円は、単年度主義

という、公共事業の決まりがあるわけですが、そういうものがあるにも関わらず、年内精算

できなかったという、この理由はどこにあるのか。また、この財源は基金しかないのか説明

ください。 

それから、エレベーターについてです。虹の家のエレベーターの改修が延期されたままで

ありますけども、どういう理由で延期されたものであるのか、改めて説明ください。 

次３番目、このエレベーターの改修費用ってどの程度見込んでるのか、また、この改修を

基金で賄えると見ているのか説明ください。エレベーターの３番目ですが、この改修が完了

しないと、大町病院は事業を行えないのか、そういう見解なのか伺っておきます。 

５番目ですね、現在も続く、予算は広域で、運営を大町病院でという、先ほども質問しまし

たけども、この矛盾について改めてどのような解決方法を考えているのか再度説明ください。 
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最後ですが、虹の家の経営改善に向けた取り組みというのは、第９期の介護保険事業計画

に間に合うというふうに見ているのかどうか、この点について、連合長の見解を伺います。 

以上です。 

〇議長（二條孝夫君） はい、虹の家事務長。 

〇虹の家事務長（上條達弘君） ただいまの質問につきまして、順を追ってご説明いたします。 

施設運営委託料につきましては、年度当初に委託契約を締結し、大町総合病院にその業務

をお願いしております。この委託料は、虹の家に配置いただいております病院職員の人件費

であり、その年の増減等により当初契約金額に変更が生じる場合がございます。 

また、支払い方法につきましては、四半期ごとの実績に基づき委託料をお願いしておりま

すが、病院による最終的な委託金額の算出が、令和４年度の最終補正予算に間に合わず、新

年度において不足分を精算したために、今回、補正予算に計上したものでございます。本来

であれば、令和４年度の精算につきましては、年度内に行うべきものと考えておりますので、

令和５年度の委託料につきましては、大町総合病院に対して年度内での精算を強くお願いし

てまいりたいと考えております。 

続きまして、エレベーター改修に係るお尋ねに順次説明いたします。エレベーター改修に

つきましては、令和３年度から計画しております大規模改修において改修する予定とし、工

事費の財源としては基金での実施を検討されたところですが、基金残高のなかで優先順位の

高い項目から改修することとなり、緊急性の高い防火シャッターの改修と、利用者に快適な

環境を提供するための照明設備の更新を先行して実施いたしました。 

現在、延期しておりますエレベーター改修につきましては、２，５００万円程度と見込ん

でおりますが、まずは虹の家の現状等に基づき、経営改善の取り組みを進めることが先決で

あると考え、方向性が定まり次第、着手していきたいと考えております。 

改修費用につきましては、現時点でも基金を活用することを考えております。 

大町病院への事業の影響ということですが、エレベーター改修が必要であることは伝えて

ありますが、病院の方のとらえ方を聞き及んでおりませんが、建築基準法上、直ちに改修す

べきものではないとされているため、影響は少ないものと考えております。 

経営と運営のところでありますが、先ほど説明したとおり、施設の管理運営を市立大町総

合病院にお願いしていることからも、市立大町総合病院の皆様にも関わっていただき、経営

形態も含めてさらなる検討を進めていければと考えております。 

以上です。 

〇議長（二條孝夫君） よろしいですか。 

大和幸久議員。 

〇７番（大和幸久君） ちょっと１点、虹の家の経営改善に向けたものが、第９期の介護保険事

業計画に間に合うのかという点について答弁漏れです。 

〇議長（二條孝夫君） 介護福祉課長。 

〇介護福祉課長（麻田俊一君） 第９期の介護保険事業計画に間に合うかというお尋ねでござい

ます。現在、９期の次期介護保険事業計画の策定を進めているところでございますが、その

なかで、施設整備の要望を各事業所から市町村の方に提出いただいて、その部分についてこ

ちらで取りまとめ、最終的に計画策定委員会等でご審議いただくというところでございます。 

従いまして、虹の家の方向性に基づいて新しい施設にしていくということであれば、当然、

大町市の方に虹の家から状況を説明し、お願いをして、大町市から要望施設として、うちの

方に上げていただくというような、そんなような予定をしておりますのでよろしくお願いし
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ます。 

以上でございます。 

〇議長（二條孝夫君） 連合長。 

〇広域連合長（牛越徹君） 私からも補足してご説明申し上げます。 

まず、広域連合で行っております介護保険事業につきましては、管内の確か６０幾つかの

介護保険の事業所なり、また、市町村事業においても、いわゆる介護予防のための様々なサ

ービス事業、これも市町村でそれぞれの取り組みについて、全体を総括して介護保険のなか

で給付、そしてその財源としては、広域連合がそれぞれ国庫負担金、県費負担金、その他の利

用料等をまかないながら運営しているものでございます。 

一方で、同じように広域連合で設置し、そして大部分を委託する、先ほどの答弁のとおり

でございますが、その事業につきましては、その介護保険を適用して行っている事業所の一

つに過ぎないわけですので、この介護保険の適用することと、その介護保険を利用しながら、

制度のなかで運営している虹の家の経営とは、直結するわけではないということについては

ご理解いただきたいと思います。 

以上でございます。 

〇議長（二條孝夫君） 大和幸久議員。 

〇７番（大和幸久君） 最初の病院からの過年度精算分の請求です。 

これ、理由は何かという質問ですので、病院がなぜ４年度の決算中にこの作業ができなか

ったのか、その理由について説明いただきたいと思います。そういう理由もなくて過年度精

算分という請求が来てるわけですので、その点を答弁いただきたいと思います。 

それからエレベーターについてはですね、これ建築基準法に基づく定期検査となります。

この報告書では、要是正、要重点、それから指摘なしの３段階で判断されるというふうに決

められておりますけども。この点については、虹の家のエレベーターについては、どういう

段階の指摘があったのか、改めて説明ください。 

それから、介護保険第９期と虹の家の経営の関係ですけども、全協の資料にもありますけ

ども、虹の家の検討ってのは、令和６年度、７年度に向けて検討されるというな日程が示さ

れてますけども、第９期介護保険事業計画というのは、もう来年度から始まる事業ですよね。 

これとの関係で、日程的にそれは大丈夫なのかどうか、その点を聞いているわけですが、

その点いかがでしょうか。 

〇議長（二條孝夫君） 介護福祉課長。 

〇介護福祉課長（麻田俊一君） はい、委託料が過年度精算になってるという部分でございます。

これにつきましては、大町病院の方で処遇改善加算等の改定がされたということでそれに労

力を要したということ、それから、そのなかで担当している職員が体調を崩すなどして、ち

ょっとそこの部分で事務が進まなかったというようなことが原因で、過年度精算になってし

まったという内容でございます。 

それから、エレベーターでございます。これについては、指摘を受けてる部分では要是正

という部分で言われております。これについては、直ちにやりなさいという指摘ではなくて、

改修できるんであれば、できるだけ早い時期に改修してくださいということで、今すぐ改修

をしてくださいという、そういう内容ではございませんので、とりあえず、虹の家の今後の

方向性を定めていくことがまず第１だと考えて、エレベーター改修については、しばらく見

送っていると、そんなようなことでございます。 

それから、９期の次期介護保険事業計画は、令和６年度から８年度でございますが、今年
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度中に計画の方には搭載をしていただいて、今年度中に方向を定め、次年度でそれに向けた

施設整備、そのまた次年度で開設ということで、３年以内に開設できれば事業計画に載せて

も問題がないということでございますので、今そのような方向で進んでいるところでござい

ます。 

以上でございます。 

〇議長（二條孝夫君） 大和幸久議員。 

〇７番（大和幸久君） １点目の過年度の精算金の件ですけど、これ明らかに病院側の事務処理

の懈怠という問題に行き着くと思うんです。そういう場合には、これ職員の懈怠ですから損

害賠償請求とか、住民から請求されたら、それ避けれないという、そういう性格の問題だと

思います。簡単に過年度精算分で請求されても、広域連合としてそういう曖昧なまま受ける

ことはできないというふうに思いますが、その点再度、そういう性格のものであるのかどう

かの認識から説明をいただきたいと思います。 

それから、エレベーターにつきましては、要是正という答弁がありましたけども、この要

是正にしてもですね、管理者が是正を怠る場合には、是正状況の報告調書や是正命令もとい

うことが及ぶことにも、これは国土交通省ですか、そのような国からの指導が及ぶ場合もあ

りますけども、こういった点については、連合長としてはどのように指導してきたのか、改

めて連合長の見解を伺いたいと思います。 

それから、介護保険制度については、９期で予定さえあげておけば、後で確定した段階で

対応できるという答弁だと思いますけど、これはどんな事業形態をとるかで事業費も大幅に

変わると思うんですけども、そういった事業費については、ある程度ため越しで計画さえあ

げておけば、後で対応ができるという性格のものなのかどうか、改めて答弁お願いします。 

〇議長（二條孝夫君） 介護福祉課長。 

〇介護福祉課長（麻田俊一君） ただいまのお尋ねにお答えします。 

現在、虹の家の今後の方向性として検討されているものは、看護小規模多機能施設、これ

につきましては、そんなに大きな改修は必要がないということで、方向が決まればその時点

で、部屋の間仕切りが主になるかと思いますが、そこの部分で改修が必要になってこようか

と思います。従いまして、それをやるために、１年間設計をしなきゃいけないとか、そういう

長期間に亘ってやっていかなければならないという性格のものではないと認識しています。 

それから、確かに大町病院の方から職員を派遣いただいて、その人件費になるわけですが、

それを委託料としてお支払いしてるところですが、病院の事情であっても契約の中では、年

度内精算ということを謳っておりますので、本年度以降は、そこの点、大町病院にもお願い

をしながら年度内精算をお願いする。同じ仲間同士でやってる部分でございますので、強く

お願いをして、年度精算をしていくように努めてまいりたいと、そのように考えております。 

私からは、以上でございます。 

〇議長（二條孝夫君） 連合長。 

〇広域連合長（牛越徹君） ２点について、私からも補足してお答え申し上げます。 

まず１点目、大町病院の事務処理、特に人件費の精算についての事務処理が遅れたという

ことが理由の１つになっております。それは先ほども説明ありましたように、職員が体調を

崩したということにあるということで、ではその職員が懈怠であったかという、懈怠という

言葉をお使いになりましたが、怠けていたのではない、体調を崩した、病気であればそれは

致し方ないことで、その職員にはそうした懈怠という、その原因で何か影響が及ぶというこ

とにはならない。ただし、病院全体としての事務処理が遅れていたことは間違いないことで
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あります。これについては、きちっと事務的にもそういうことのないようにという申し入れ

をしているところでございます。同時に病院は企業会計でありまして、実は３月３１日、そ

こで打ち切りになります。普通会計のように、私ども広域連合の一般会計は、それぞれ出納

整理期間、４月、５月の余裕があるわけですが、その違いがあることも背景にあるんではな

いかと、私自身は考えております。 

また、２点目のエレベーターの改修につきましては、これも先ほど来答弁がありましたよ

うに、是正が望ましい、要是正ということですが、ただちに施工する必要がないという、施工

しない場合はやむを得ないというような、そんな説明がありました。であれば、説明があり

ましたように、基金の動向を見ながら計画的に順次優先度の高いものから行っていくという

ことで、先ほど申し上げたように、防火上必要な措置を最初に手をつけたところでございま

す。これも、いつまでもほっとくということではありません。計画的に進めてまりたい、この

ように考えるところでございます。 

以上でございます。 

〇議長（二條孝夫君） それでは、他に質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

お諮りいたします。 

この辺で、質疑を終結することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第２６号は、福祉常任委員会に付託をいたします。 

次に、議案第２７号「令和５年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）」を議題として、提案理由の説明を求めます。 

事務局長。 

〔事務局長（戸谷靖君）登壇〕 

〇事務局長（戸谷靖君） ただいま議題となりました、議案第２７号「令和５年度北アルプス広

域連合介護保険事業特別会計補正予算（第１号）」について、提案理由の説明を申し上げます。 

今回の補正は、令和４年度介護保険事業特別会計の決算の確定に伴う繰越金の増額補正、

令和４年度の介護給付費等に関わる国・県・市町村負担金の精算に伴う返還金の補正が主な

内容でございます。 

議案１ページをご覧ください。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億２，１０７万８千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を７３億１，０５１万９千円とするものでございます。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。 

款９繰越金１億２，１０７万８千円の増につきましては、令和４年度の決算額の確定に伴

い、繰越金を増額するものでございます。 

１０ページ、１１ページの歳出をご覧ください。 

款３基金積立金につきましては、前年度繰越金のうち、保険料分について積み立てをする

ものでございます。款５諸支出金につきましては、前年度の介護給付費等に係る国・県・市町

村負担金の精算に伴う過大交付分をそれぞれ返還するための補正でございます。 

１２ページは、市町村負担金の過年度償還金内訳表でございます。 

以上、ご説明を申し上げましたが、ご審議の上、ご可決を賜りますようお願いを申し上げ



- 29 - 
 

ます。 

〇議長（二條孝夫君） 説明が終わりました。 

本案について、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑ありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第２７号は、福祉常任委員会に付託をいたします。 

次に、議案第２８号「令和５年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計補正予

算（第１号）」を議題として、提案理由の説明を求めます。 

事務局長。 

〔事務局長（戸谷靖君）登壇〕 

〇事務局長（戸谷靖君） ただいま議題となりました、議案第２８号「令和５年度北アルプス広

域連合老人福祉施設等事業特別会計補正予算（第１号）」について，提案理由の説明を申し上

げます。 

今回の補正は、歳入では、令和４年度決算の確定に伴う繰越金の増及び鹿島荘事業負担金

の減、歳出では、施設整備の修繕、地下タンク漏洩検査に伴う手数料、市町村負担金過年度償

還金が主な内容でございます。 

議案１ページをご覧ください。 

第１条でございますが、歳入歳出予算の総額に、それぞれ２１２万３千円を追加し、総額

を１億９，０９５万８千円とするものでございます。 

８ページ、９ページの歳入をご覧ください。 

款１項１目２鹿島荘負担金２３８万７千円の減は、６月までの第１四半期の利用実績によ

り、保護措置費負担金を３４８万４千円減額し、短期宿泊事業負担金を１０９万７千円増額

するものでございます。款４項１目１鹿島荘繰越金３３７万５千円と、目２ひだまりの家繰

越金１１３万５千円の増は、令和４年度決算の確定に伴うものでございます。 

１０ページ、１１ページの歳出をご覧ください。 

款１項１目１管理費９８万８千円の増は、節８旅費では、神奈川県で開催されます、社会

福祉施設長資格取得講習の費用、節１０需用費３４万４千円の増は、消耗品では、クラスタ

ー発生に対応した感染対策防護用品の追加購入費用、修繕では、点検により修繕が必要と指

摘された受水槽及び自動火災消火設備等の費用、節１１役務費１６万７千円の増は、地下タ

ンク漏洩検査手数料及び、不要となったテレビなどの処分手数料、節２２償還金利子及び割

引料では、市町村負担金過年度償還金として、３８万２千円を計上したものでございます。

項２目１ひだまりの家管理費では、断線により使用不能となりましたセンサーマットの購入

代金として、節１７備品購入費に７万１千円、予備費１０６万４千円は、歳入歳出の調整で

ございます。 

１２ページは、市町村負担金過年度償還金の内訳表となっております。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げます。 

〇議長（二條孝夫君） 説明が終わりました。 

本案について、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

ただいま議題となっております議案第２８号は、福祉常任委員会に付託をいたします。 

以上で、本日の日程は終了いたしました。 
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本日は、これにて散会といたします。 

 

 

閉会 午後１時３２分 
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北アルプス広域連合議会 令和５年８月定例会会議録（２日目） 

 

令和５年８月１８日 

開会 午前１０時００分 

 

〇議長（二條孝夫君） おはようございます。 

ただいまから、令和５年北アルプス広域連合議会８月定例会の本日の会議を開きます。 

本日の出席議員は１８名全員であります。 

よって、定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 

続いて、理事者等の欠席、遅参等については、事務局長の報告を求めます。 

事務局長。 

〇事務局長（戸谷靖君） 報告いたします。 

連合長、副連合長は全員出席しております。 

以上でございます。 

 

日程第１ 常任委員会委員長審査報告、質疑、討論、採決 

〇議長（二條孝夫君） これより、本日の会議を開きます。 

日程第１「常任委員会委員長審査報告、質疑、討論、採決」を行います。 

まず、議案第１７号及び議案第１８号について、総務常任委員長の報告を求めます。 

総務常任委員長。 

〔総務常任委員長（太田伸子君）登壇〕 

〇総務常任委員長（太田伸子君） 議案第１７号「北アルプス広域連合職員定数条例の一部を改

正する条例制定について」審査の概要を報告いたします。 

審査中委員から、出動件数が増えているが、消防業務の現状や課題について、現場の職員

から定数に関する声はあるのかとの質疑があり、行政側からは、定年延長に伴い、体力的な

問題から、消防力として現場における実働職員の確保に不安がある。２年ごとしか退職がな

いため職員採用の前倒しも必要と考えているとの答弁がありました。 

また、別の委員から、今後１０年間の職員採用に関する計画があるかとの質疑があり、行

政側からは、シミュレーションしているが、女性職員の育児休業の時期や早期退職者などの

不確定な要素があるため、最大数として１０６人への定数増をお願いしているとの答弁があ

りました。 

また、別の委員からは、定数を増やすことは人件費の増加になると思うが、財源の確保や

市町村の負担増についてはどう考えているのかとの質疑があり、行政側からは、定年移行期

間中に広域消防発足当時の職員の大半が６０才以上ということで、人件費は７０％まで低く

なると考えている。また、当面は高額な車両等の更新を予定していないことから、人件費も

含め、財政面での大きな変動はないと考えているとの答弁がありました。 

また、別の委員から、事務局部局における定数に関して、市町村からの派遣職員を減らし、

プロパー職員による組織体制へ移行する具体的な計画はあるかとの質疑があり、行政側から

は、現在、市町村からの派遣職員は６名おり、管理職等についているが、派遣元の市町村の事

情や、プロパー職員の年齢、在職年数のほか、業務経験などを考慮しながら、いずれはプロパ

ー職員による組織体制に移行したいと考えており、現状では具体的な計画はないとの答弁が

ありました。 
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当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 

次に、議案第１８号「北アルプス広域連合火災予防条例の一部を改正する条例制定につい

て」審査の概要を報告いたします。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

〇議長（二條孝夫君） 総務常任委員長の報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

まず、議案第１７号について、総務常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

次に、議案第１８号について、総務常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

これより順次採決を行います。 

まず、議案第１７号について、総務常任委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成

の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、議案第１７号「北アルプス広域連合職員定数条例の一部を改正する条例制定につ

いて」は、総務常任委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第１８号について、総務常任委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方

の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、議案第１８号「北アルプス広域連合火災予防条例の一部を改正する条例制定につ

いて」は、総務常任委員長報告どおり可決されました。 

次に、議案第１９号について、各常任委員長の報告を求めます。 

はじめに、総務常任委員長の報告を求めます。 

総務常任委員長。 

〔総務常任委員長（太田伸子君）登壇〕 

〇総務常任委員長（太田伸子君） 議案第１９号「令和４年度北アルプス広域連合一般会計歳入

歳出決算の認定について」のうち、当委員会に付託されました部分について、審査の概要を

報告いたします。 

審査中委員から、災害ドローンは全ての消防署に配備しているのかとの質疑があり、行政

側から災害ドローンは２機あり、大町消防署で管理しているが、災害等が発生した場合は、

機動的に活用することとしているとの答弁がありました。 

また、別の委員からは、情報化推進費が前年度と比較して６１５万円増えている理由は何

かとの質疑があり、行政側からは、戸籍情報システム及び基幹系システムを年度中途で更新

しており、更新時には、新たにセキュリティ対策の装置を追加していることや、半導体等の

高騰、前回更新時では、消費税が８％から１０％に変わっていることなどが、主な理由であ



- 33 - 
 

るとの答弁がありました。 

また、廃棄物処理費が前年度から４，４１５万円増加している理由は何かとの質疑があり、

行政側からは、電気料の高騰のほか、３年に一度交換が必要なロードヒーティング不凍液の

交換の委託料などが、主なものであるとの答弁がありました。 

関連して委員から、電気料の高騰について、今はどのように見通しているのかとの質疑が

あり、行政側からは、エネルギーサービスプロバイダーを入れて、より安価な電気を求めて、

現在対応しているが、電気料金の価格の推移を見通すのは困難であるため、エネルギーサー

ビスプロバイダーとも情報共有を図りながら、経費の縮減に努めたいとの答弁もありました。 

当委員会では慎重審査の結果、全会一致で原案を認定すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

〇議長（二條孝夫君） 次に、福祉常任委員長の報告を求めます。 

福祉常任委員長。 

〔福祉常任委員長（大和田耕一君）登壇〕 

〇福祉常任委員長（大和田耕一君） 議案第１９号「令和４年度北アルプス広域連合一般会計歳

入歳出決算の認定について」のうち、当委員会に付託された部分について報告いたします。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を認定すべきものと決しました。 

以上で報告を終わります。 

〇議長（二條孝夫君） 各常任委員長の報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

議案第１９号について、まず、総務常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

次に、福祉常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

議案第１９号を、各常任委員長報告どおり原案を認定することに賛成の方の起立を求めま

す。 

（起立全員） 

起立全員であります。 

よって、議案第１９号「令和４年度北アルプス広域連合一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて」は、各常任委員長報告のとおり認定されました。 

次に、議案第２０号について、総務常任委員長の報告を求めます。 

総務常任委員長。 

〔総務常任委員長（太田伸子君）登壇〕 

〇総務常任委員長（太田伸子君） 議案第２０号「令和４年度北アルプス広域連合ふるさと市町

村圏事業特別会計歳入歳出決算の認定について」審査の概要を報告いたします。 

審査中委員から、３市村へ補助金交付をしたということだが、他の町村は申請が無かった

ということかとの質疑があり、行政側からは、補助金については、市町村が行うイベントや

祭りを対象として申請をいただいて交付決定をし、実績報告に基づき補助金を交付している。
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代替事業も含めてイベントの実施に向けて調整が整わず、補助金の申請が無かったとの答弁

がありました。 

また、別の委員からは、白馬村の塩の道祭りとは違い、大町市へ交付した荷車市は、市全体

の祭り的な要素はないと思うが、補助金を交付した理由は何かとの質疑があり、行政側から

は、コロナ禍で様々な地域イベントが中止になる中で、イベント内容等を確認し、広く代替

イベントとして受け入れたいとの考えのもとに、補助金を交付したとの答弁がありました。

なお、行政側から、今後も公平性を担保しながら、代替イベントにも対象とする旨を周知し

ながら、地域の活性化に努めたいとの答弁がありました。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で、原案を認定すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

〇議長（二條孝夫君） 総務常任委員長の報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

総務常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

議案第２０号について、総務常任委員長報告のとおり、原案を認定することに賛成の方の

起立を求めます。 

（起立全員） 

起立全員であります。 

よって、議案第２０号「令和４年度北アルプス広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計歳

入歳出決算の認定について」は、総務常任委員長報告どおり認定されました。 

次に、議案第２１号、議案第２２号及び議案第２３号について、福祉常任委員長の報告を

求めます。 

福祉常任委員長。 

〔福祉常任委員長（大和田耕一君）登壇〕 

〇福祉常任委員長（大和田耕一君） 当委員会に付託されました議案につきまして、審査の概要

を順次報告いたします。 

はじめに、議案第２１号「令和４年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計

歳入歳出決算の認定について」報告をいたします。 

審査中委員から、補償補填及び賠償金の施設内転倒に伴う治療費について、具体的にどの

ような事故であったのかとの質疑があり、行政側から、ベッドからの移動に伴い転倒したも

のであり、１週間程度入院となったため、この費用を補償したとの説明がありました。 

また、委員から、エレベーターの改修費用について、当初５，４００万円ほどの見込みであ

ったが、今回の説明では２，５００万円の費用との説明があった、この差は何かとの質疑が

あり、行政側から、当初の費用額の見込みには、特殊浴槽や防災シャッターの改修費用も含

まれており、説明の２，５００万円は、エレベーターの改修費用となっているとの説明があ

りました。 

また、委員から、需用費の賄材料費について、物価高騰の影響はどうかとの質疑があり、行
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政側から、施設入所者数が増となったため、費用も増となっているが、材料費の単価につい

ては、ほとんど変わりないとの答弁がありました。 

また、委員から、歳入の特定入所者介護サービス費収入の前年度比較において４０．８％

減となっているが、どのような内容かとの質疑があり、行政側から、特定入所者介護サービ

ス費は、施設入所者の食費、居住費の実費分の軽減に係る給付であり、令和３年度の介護保

険制度改正により、対象者要件がより細分化、厳格化され、この軽減制度を受ける対象者が

減少したことから、これに係る収入も大きな減少となっているとの答弁がありました。 

また、委員から、この軽減制度の適用外となった利用者からは反響があったのかとの質疑

があり、行政側から、入所等に際して説明やパンフレット等を活用して説明しており、そこ

までの反響はなかったとの答弁がありました。 

また、給食業務を委託しているが、内容はどのようなものか、利用者の評判はどうかとの

質疑があり、行政側から、出来上がった食事を配達していただいており、こちらで温めて提

供している。利用者の評判は良好との答弁がありました。 

審査中、委員から、施設利用者の賠償金はどうして支払われたのかとの質疑があり、行政

側から、施設内で転倒し入院治療を行ったことから、その費用を虹の家で負担したとの答弁

がありました。 

また、委員から、エレベーター改修も含めて、虹の家大規模改修をどの程度見込んでいる

のかとの質疑があり、行政側から、５，０００万円程度を見込んでいるとの答弁がありまし

た。 

また、委員から、賄材料費が増額となった理由は何かとの質疑があり、行政側から入所系

利用者が増加したことにより増額となったとの答弁がありました。 

また、委員から、特定入所者療養介護費収入が減となった理由は何かとの質疑があり、行

政側から、所得の少ない方の利用が減ったため減額となったとの答弁がありました。 

また、委員から、利用料の変更や給食の内容についてどのような声が聞かれるかとの質疑

があり、行政側から、利用料等を変更する場合は、事前に周知して了解をいただいている、給

食については、利用者が満足をしているとの答弁がありました。 

また、給食業務委託の内容はどのようなものかとの質疑があり、行政側から、出来上がっ

た副食等を配達していただき、こちらで温めて提供しているとの答弁がありました。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を認定すべきものと決しました。 

次に、議案第２２号「令和４年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決算

の認定について」を報告いたします。 

審査中委員から、不納欠損額について大きな額となっているが、例年と比べてどうなのか

との質問があり、行政側から、不納欠損処理の時期は随時となっており、通常年度末に行っ

ているが、令和４年度決算の不納欠損は、令和３年度の不納欠損分が、会計処理上、翌年度に

ずれ込んだため、２年度分の決算額となっていることが大きな理由であるとの説明がありま

した。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を認定すべきものと決しました。 

次に、議案第２３号「令和４年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計歳入歳

出決算の認定について」報告いたします。 

審査中委員から、職員の安定的な確保に向けた課題は何かとの質疑があり、行政側から職

員の募集を行っても、応募がない状況である、管内の福祉人材が不足していると考えている

との答弁がありました。 
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また、委員から、外国人の採用は考えているかとの質疑があり、行政側から、過去に採用し

た経過があると聞いているが、外国人の採用について特に定めたものはないとの答弁があり

ました。 

また、委員から、夜勤手当はどのくらい支払っているのかとの質疑があり、行政側から、１

回の夜勤につき６８０円を支払っているとの答弁がありました。また、鹿島荘の給与水準を

どのように考えているかとの質疑があり、行政側から平均的だと考えているとの答弁があり

ました。 

また、委員から、基金を積み立てた目的は何かとの質疑があり、行政側から、鹿島荘を利用

していた方の遺言により寄付をいただいた。有効的な活用をしていきたいとの答弁がありま

した。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を認定すべきものと決しました。 

以上で報告を終わります。 

〇議長（二條孝夫君） 福祉常任委員長の報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

まず、議案第２１号について、福祉常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

次に、議案第２２号について、福祉常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

次に、議案第２３号について、福祉常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

これより順次採決を行います。 

まず、議案第２１号について、福祉常任委員長報告のとおり、原案を認定することに賛成

の方の起立を求めます。 

（起立全員） 

起立全員であります。 

よって、議案第２１号「令和４年度、北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計

歳入歳出決算の認定について」は、福祉常任委員長報告のとおり認定されました。 

次に、議案第２２号について、福祉常任委員長報告のとおり、原案を認定することに賛成

の方の起立を求めます。 

（起立全員） 

起立全員であります。 

よって、議案第２２号「令和４年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について」は、福祉常任委員長報告のとおり認定されました。 

次に、議案第２３号について、福祉常任委員長報告のとおり、原案を認定することに賛成

の方の起立を求めます。 

（起立全員） 

起立全員であります。 

よって、議案第２３号「令和４年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計歳入
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歳出決算の認定について」は、福祉常任委員長報告のとおり認定されました。 

次に、議案第２４号について、各常任委員長の報告を求めます。 

はじめに、総務常任委員長の報告を求めます。 

総務常任委員長。 

〔総務常任委員長（太田伸子君）登壇〕 

〇総務常任委員長（太田伸子君） 議案第２４号「令和５年度北アルプス広域連合一般会計補正

予算（第１号）」のうち、当委員会に付託されました部分について、審査の概要を報告いたし

ます。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 

以上で報告を終わります。 

〇議長（二條孝夫君） 次に、福祉常任委員長の報告を求めます。 

福祉常任委員長。 

〇福祉常任委員長（大和田耕一君） 議案第２４号「令和５年度北アルプス広域連合一般会計補

正予算（第 1号）」のうち、当委員会に付託された部分について、審査の概要を報告いたしま

す。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

以上で、報告を終わります。 

〇議長（二條孝夫君） 各常任委員長の報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

議案第２４号について、まず、総務常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

次に、福祉常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

議案第２４号を各常任委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、議案第２４号「令和５年度北アルプス広域連合一般会計補正予算（第１号）」

は、各常任委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第２５号について、総務常任委員長の報告を求めます。 

総務常任委員長。 

〔総務常任委員長（太田伸子君）登壇〕 

〇総務常任委員長（太田伸子君） 議案第２５号「令和５年度北アルプス広域連合ふるさと市町

村圏事業特別会計補正予算（第１号）」について、審査の概要を報告いたします。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。 

以上で、報告を終わります。 

〇議長（二條孝夫君） 総務常任委員長の報告が終わりました。 
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これより質疑に入ります。 

総務常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

これより採決を行います。 

議案第２５号について、総務常任委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の

挙手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、議案第２５号「令和５年度北アルプス広域連合ふるさと市町村圏事業特別会計補

正予算（第１号）」は、総務常任委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第２６号、議案第２７号及び議案第２８号について、福祉常任委員長の報告を

求めます。 

福祉常任委員長。 

〔福祉常任委員長（大和田耕一君）登壇〕 

〇福祉常任委員長（大和田耕一君）当委員会に付託されました議案につきまして、審査の概要を

順次報告いたします。 

はじめに、議案第２６号「令和５年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計

補正予算（第２号）」について報告いたします。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

次に、議案第２７号「令和５年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）」について報告をいたします。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

次に、議案第２８号「令和５年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計補正予

算（第１号）」について報告いたします。 

当委員会では、慎重審査の結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 

以上で、報告を終わります。 

〇議長（二條孝夫君） 福祉常任委員長の報告が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

まず、議案第２６号について、福祉常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

次に、議案第２７号について、福祉常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

次に、議案第２８号について、福祉常任委員長に対し、ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。 

討論はありませんか。 

大和幸久議員、議案第何号ですか。 

〇７番（大和幸久君） 議案第２６号、反対討論です。 
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〔７番（大和幸久君）登壇〕 

〇７番（大和幸久君） 大町市議会の大和です。 

私は、議案第２６号「令和５年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計補正

予算（第２号）」に反対の立場から討論いたします。 

令和４年度の介護老人保健施設事業特別会計決算の認定においては、職員、関係者の努力

により、入所利用者等の増など、一定の成果を出していることについては評価すべきことと

認識しております。 

しかし、現状では、今日まで経営責任者が具体的な方向性と、短期・長期目標を職員、関係

者に提示されないままとなっており、一丸となって取り組めていない状況にあるのではない

かと感じております。 

このような認識に至る理由は、以下で述べていますが、その第１点目は、歳出、委託料の 

７００万円の施設運営委託料過年度精算分を年内精算できなかった問題であります。 

なぜ、精算できなかったのか、その理由、責任の所在がはっきりしておりません。大町病院

側との綿密な連携が取れてない結果、このような問題が起きてしまっております。安易な、

過年度精算金として解決できない重大な問題があり、この究明を先に行うべきであります。

この点を指摘しておきたいと思います。 

２点目は、虹の家の経営改善に向けた取り組みは、具体的な方向性を示しておらず、第９

期介護保険事業計画に間に合うかどうか不確定であり、運営事業者もいまだにはっきりして

いないなど、虹の家をどのような形態で運営していくのか、真摯で早急な対応が強く求めら

れております。 

３点目は、虹の家のエレベーター改修が建築基準法に基づく、点検結果の要是正でありな

がら、延期されている状況にあることであります。万が一事故が起きたとき、管理者の責任

は極めて重いものになってしまいます。利用者への安全第一で、早急に改善すべきことを指

摘しておきたいと思います。 

４点目は、やむを得ない状況にしても、経常費に使用した、現在の基金残高が少なすぎる

ことであります。コロナ禍により、やむを得ない状況は理解するとしても、何年もこの一連

の事態は指摘されてきております。 

基金残高がないから、エレベーター修理ができませんでは、余りにも無策すぎるのではな

いでしょうか。直ちに対応することを、強く求めておきたいと思います。 

５点目は、予算が広域で、運営が病院という矛盾をどう解消するのかという点であります。

私は、ガバナンスも含め大町病院が運営することが、これらの矛盾を解消する唯一の手段と

考えております。広域連合長であり、大町病院の開設者である、連合長のガバナンス力が問

われている課題であると思います。 

虹の家の設立当初とは、介護保険法の成立や同種の民間サービスの参入など、様々な条件

が変わってきております。しかしながら、サービス利用者に対する設立時の虹の家存在意義

は変わっていないはずであります。 

サービス利用者にとって、頼りがいのあるすばらしい虹の家となるよう、さらなる進化を

期待して、反対討論を終わりたいと思います。 

ご賛同のほどをよろしくお願いいたします。 

〇議長（二條孝夫君） 議案第２６号について、他に討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

他の議案について討論はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

お諮りいたします。 

この辺で討論を終結することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、討論を終結いたします。 

これより順次採決を行います。 

まず、議案第２６号を福祉常任委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（挙手多数） 

挙手多数であります。 

よって、議案第２６号「令和５年度北アルプス広域連合介護老人保健施設事業特別会計補

正予算（第２号）」は、福祉常任委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第２７号を福祉常任委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、議案第２７号「令和５年度北アルプス広域連合介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）」は、福祉常任委員長報告のとおり可決されました。 

次に、議案第２８号を福祉常任委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の方の挙

手を求めます。 

（挙手全員） 

挙手全員であります。 

よって、議案第２８号「令和５年度北アルプス広域連合老人福祉施設等事業特別会計補正

予算（第１号）」は、福祉常任委員長報告のとおり可決されました。 

以上で、本８月定例会に付議されました案件は、すべて終了いたしました。 

ここで、広域連合長のあいさつを受けることといたします。 

広域連合長。 

〔広域連合長（牛越徹君）登壇〕 

〇広域連合長（牛越徹君） ８月定例会の閉会にあたり、一言ごあいさつを申し上げます。 

本定例会にご提案申し上げました条例案件、決算案件並びに予算案件の１２議案につきま

して、昨日、本日と２日間にわたり、本会議並びに常任委員会において、慎重かつご熱心にご

審議いただき、原案のとおり承認、ご議決を賜りまして、厚く御礼申し上げます。 

審議の過程でいただきました貴重なご意見やご提言は、今後の広域行政に十分反映してま

いる所存でございます。 

本定例会の開会あいさつでも申し上げましたが、虹の家の経営改善に向けた取り組みにつ

きましては、５月に提出された経営改善委員会の答申に基づき、経営改善に向けた具体的な

施設運営の方向性について、今後の方向性について協議を進めております。本定例会終了後

の全員協議会におきまして、現在の検討状況等についてご説明申し上げることといたしてお

ります。 

また、本年度発注を予定しております、白馬リサイクルプラザ建設工事につきましては、

現在、基本設計まで立ち戻り、見直しを進めております。本定例会終了後のごみ処理特別委
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員会及び全員協議会において、屋根の形状や部屋のレイアウト案などについてご説明し、ご

意見を伺うこととしております。 

結びに、間もなく市町村議会９月定例会を迎えますが、議員各位におかれましては、今後

もなお厳しい残暑が予想されますことから、十分健康にご留意いただき、広域行政発展のた

め、また、圏域住民の福祉向上のため、いっそうご尽力を賜りますようお願い申し上げ、閉会

に当たりましてのごあいさつといたします。 

誠にありがとうございました。 

〇議長（二條孝夫君） 以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。 

議員各位におかれましては、暑い中、また公務ご多忙のところご出席をいただき、厚く御

礼を申し上げます。 

これにて、令和５年北アルプス広域連合議会８月定例会を閉会といたします。 

大変ご苦労さまでした。 
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